
 
  

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書

【根拠条文】 証券取引法第24条第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成18年６月30日

【事業年度】 第42期(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日)

【会社名】 株式会社千年の杜

【英訳名】 SENNENNOMORI Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  髙 橋   誠

【本店の所在の場所】 大阪市淀川区宮原一丁目16番43号

(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所

で行っております。)

【電話番号】 ０３(３５６０)８１００

【事務連絡者氏名】 管理部長  中 部 裕 司

【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂一丁目11番36号

【電話番号】 ０３(３５６０)８１００

【事務連絡者氏名】 管理部長  中 部 裕 司

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所

(大阪市中央区北浜一丁目８番16号)



第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には消費税等は含まれておりません。 

２ 第38期から第42期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益、自己資本利益率及び株価収益率については、当

期純損失が計上されているため、記載しておりません。 

３ 第39期から、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純損失の算定に当たっては、「１株当たり当期純利益

に関する会計基準」(企業会計基準第２号)及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企

業会計基準適用指針第４号)を適用しております。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第38期 第39期 第40期 第41期 第42期

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月

売上高 (千円) 7,255,315 6,691,642 4,691,539 2,675,051 2,964,457

経常損失 (千円) 434,525 895,563 1,013,763 1,443,761 2,032,955

当期純損失 (千円) 840,893 1,235,880 1,956,893 3,789,678 2,213,872

純資産額 (千円) 1,427,648 2,117,721 2,337,015 94,164 754,316

総資産額 (千円) 5,851,809 4,540,994 3,564,810 1,407,568 3,203,462

１株当たり純資産額 (円) 320.87 48.75 16.72 4.22 17.37

１株当たり当期純損失 (円) 233.70 93.51 29.25 223.54 79.32

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 24.4 46.6 65.6 6.7 23.5

自己資本利益率 (％) ― ― ― ― ―

株価収益率 (倍) ― ― ― ― ―

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △789,108 △760,293 △1,487,561 △1,566,465 △1,956,527

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 300,151 623,112 △89,056 △236,698 △801,386

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △290,555 △6,564 1,893,513 1,560,730 3,774,076

現金及び現金同等物 
の期末残高

(千円) 344,853 203,649 520,545 278,111 1,294,337

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数)

(人)
154
(20)

169
(10)

128
(7)

102
(4)

73
(3)



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には消費税等は含まれておりません。 

２ 第38期から第42期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、当期純損失が計上されているため記

載しておりません。 

３ 第38期から第42期の自己資本利益率、株価収益率及び配当性向については、当期純損失が計上されているた

め記載しておりません。 

４ 第39期から、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純損失の算定に当たっては、「１株当たり当期純利益

に関する会計基準」(企業会計基準第２号)及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企

業会計基準適用指針第４号)を適用しております。 

  

回次 第38期 第39期 第40期 第41期 第42期

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月

売上高 (千円) 7,089,929 6,023,942 4,691,264 2,511,700 2,326,055

経常損失 (千円) 362,184 890,113 1,009,922 1,436,425 1,790,328

当期純損失 (千円) 787,317 1,309,772 1,953,524 3,774,852 2,042,106

資本金 (千円) 602,298 1,577,298 2,698,306 3,474,010 4,911,821

発行済株式総数 (株) 4,453,134 43,453,134 139,820,423 22,316,726 43,430,606

純資産額 (千円) 1,481,223 2,113,399 2,336,061 108,380 939,955

総資産額 (千円) 5,830,597 4,515,722 3,563,857 1,317,210 2,675,589

１株当たり純資産額 (円) 332.91 48.65 16.71 4.86 21.64

１株当たり配当額 
(内１株当たり 
中間配当額)

(円)
―

(―)

―

(―)

―

(―)

―

(―)

―

(―)

１株当たり当期純損失 (円) 218.81 99.10 29.20 222.67 73.17

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 25.4 46.8 65.5 8.2 35.1

自己資本利益率 (％) ― ― ― ― ―

株価収益率 (倍) ― ― ― ― ―

配当性向 (％) ― ― ― ― ―

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数)

(人)
120
(19)

164
(10)

128
(7)

99
(4)

57
(3)



２ 【沿革】 

  

年月 概要

昭和40年２月 賃貸住宅販売業を目的として、大阪市東淀川区西三国町５丁目78番地に髙杉建設株式会社を設立

昭和46年２月 営業活動を休止

昭和46年５月 兵庫県尼崎市栗山字屋敷田148番地の２に本社移転

昭和47年12月 兵庫県尼崎市塚口字長溝96番地の２に本社移転

昭和48年８月 大阪府豊中市服部寿町４丁目１番12号に本社移転

昭和51年11月 木造注文住宅の受注・設計・施工・監理を事業目的としてラジオ熊本総合住宅展示場に出展し、

営業活動を再開

昭和51年11月 熊本出張所(現：熊本営業所)開設

昭和53年２月 岡山営業所開設

昭和53年３月 名古屋営業所開設

昭和53年５月 高松営業所(現：高松支店)開設

昭和53年７月 大阪府豊中市螢池西町１丁目22番13号に本社移転

昭和57年12月 大阪府吹田市江の木町１番１号に本社移転

昭和62年９月 大阪市淀川区宮原二丁目12番５号に本社移転

平成２年11月 大阪市淀川区宮原一丁目16番43号に本社移転

平成４年１月 グローバル高松(賃貸用マンション)竣工

平成４年６月 丸亀出張所開設

平成８年10月 商号をキーイングホーム株式会社に変更

平成９年11月 大阪証券取引所市場第二部に上場

平成12年４月 株式の追加取得により株式会社シー・ディーコーポレーションが子会社となる。

平成12年10月 分譲住宅事業部を新設し、分譲住宅事業に進出

平成13年10月 会社分割により、キーイング・ホームテクノ株式会社(連結子会社)を設立

平成14年11月 リフォーム事業本部を新設

平成14年11月 九州支社開設

平成14年11月 無添加住宅事業本部を新設

平成15年11月 無添加100年仕様住宅(エターナル100)を発表

平成16年３月 東京支店を東京本社へ改称し、大阪本社とともに２本社制採用

平成16年４月 無添加住宅宇多津展示場オープン

平成16年５月 無添加100年仕様住宅箕面展示場オープン

平成16年６月 無添加100年仕様住宅横浜展示場オープン

平成16年７月 大阪府吹田市豊津町２番30号江坂ナックビル３階に本社機能を移転

平成16年７月 株式会社シー・ディー・コーポレーション(連結子会社)の商号を千年の杜建設株式会社に変更

平成16年８月 株式会社ベリーケイ(連結子会社)設立

平成16年10月 商号を株式会社千年の杜に変更

平成17年4月 BAUBIO INTERNATIONAL株式会社(連結子会社)設立

平成17年12月 MILLENNIUM INVESTMENT株式会社(連結子会社)設立

平成18年3月 キーイング・ホームテクノ株式会社(連結子会社)の商号を千年の杜サービス株式会社に変更



３ 【事業の内容】 

当社グループ（当社および当社の関係会社）は当社（㈱千年の杜）、子会社7社により構成されてお

り、一般顧客を対象とした木造注文住宅の建築工事請負業を主たる事業としております。 

当社グループは、人間と自然の調和を目指す新しい考え方「バウビオロギー」を根底に、「自然素材

の良さ」を最大限に追求し、かつ「化学物質を使わずに自然素材で創る、人に優しい住まい」に徹底し

てこだわり続けたいとする基本姿勢のもと、次世代を見据えた「健康・快適・安心」の高品質住宅を提

供するとともに、展示ハウスからご入居後のアフターサービス、リフォームまでの全ての段階で、顧客

第一主義をさらに進めた「お客様に感動していただく経営」を通して、魅力的な企業づくりに日々努力

しております。 

 なお、当社グループの事業内容および当社と関係会社の当該事業にかかる位置づけは次のとおりであ

ります。 

 
  

[事業系統図] 

 

  (1)建設事業・・・・ 

 

木造注文住宅の受注・施工・販売、アフターサービス・メンテナンスおよび増改

築事業を主たる事業としているほか、建築資材の輸入、分譲住宅事業、賃貸事業

等を行なっており、当社、千年の杜建設㈱、千年の杜サービス㈱およびBAU BIO 

INTERNATIONAL㈱が携わっております。

  (2)不動産事業・・・ 

 

土地活用、土地資産の運用、資産継承、国内外での資産信託スキーム作り等の資

産家向けコンサルティング事業を主な業務としており、㈱ベリーケイが携わって

おります。

  (3)投資事業・・・・ 

 

投資事業を主な業務としており、MILLENNIUM INVESTMENT㈱が携わっておりま

す。

  (4)その他事業・・・ 

 

廃棄物処理のコンサルティングならびに介護サービスおよび人材派遣を主な業務

としており、エンバイロメンタルパートナーズ㈱および㈱HWジャパンが携わって

おります。



４ 【関係会社の状況】 

 
(注)１．主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

  ２．特定子会社に該当しております。 

  ３．議決権の所有割合の[ ]内、緊密な者又は同意している者の所有割合で外数となっておりま 

    す。 

  ４．持分は100分の50以下であるが、実質的に支配しているため子会社としたものであります。 

  ５．㈱ベリーケイは、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合 

     が10％を超えているが、事業の種類別セグメントにおいて、当連結会計年度の不動産事業の   

    売上高（セグメント間の内部売上高を含む）に占める割合が90％を超えているため、主要な 

    損益情報等の記載を省略している。 

会社名 住所
資本金 
（百万円）

主要な事業
の内容

議決権の
所有割合又は
被所有割合
（％)

関係内容

＜連結子会社＞

千年の杜サービス㈱
横浜市西区 50 建設事業

70

当社住宅のアフターサービス・メン

テナンス・増改築 

役員の兼務 １名

千年の杜建設㈱    

(注)２
東京都港区 57 建設事業 100

当社住宅の建設工事請負業 

役員の兼務 １名 

資金援助あり。

㈱ベリーケイ     

(注)４、５
大阪市西区 142 不動産事業

46
[45]

不動産業 

役員の兼務 １名

BAU BIO 

INTERNATIONAL㈱  

(注)４

東京都港区 60 建設事業
34
[33]

建築資材の輸入 

役員の兼務 １名 

資金援助あり。

MILLENNIUM 

INVESTMENT㈱
東京都港区 30 投資事業 100

投資事業 

役員の兼務 ３名 

資金援助あり。

エンバイロメンタル

パ ー ト ナ ー ズ ㈱ 

(注)４

東京都墨田区 10 その他事業
―
[100]

廃棄物処理のコンサルティング事業 

役員の兼務 ２名

㈱HWジャパン     

(注)４
東京都渋谷区 100 その他事業

―
[100]

介護サービス・人材派遣事業 

役員の兼務 １名



５ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成18年３月31日現在 

 
(注) １ 従業員数は、就業人員であります。 

２ 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。 

３ 前連結会計年度末に比べ従業員数が29名減少しましたのは、経営の合理化による退職者および業績低下によ

る大幅な新規採用の抑制等によるものであります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成18年３月31日現在 

 
(注) １ 従業員数は、就業人員であります。 

２ 平均年間給与は、基準外賃金及び賞与を含んでおります。 

３ 前事業年度末に比べ従業員数が42名減少しましたのは、経営の合理化による退職者および業績低下による大

幅な新規採用の抑制等によるものであります。 

４ 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。 

  

(3) 労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(人)

建設事業  65 （ 3 ）

不動産事業  4 （ - ）

投資事業  ― （ - ）

その他事業  4 （ - ）

合計 73 （ 3 ）

従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円)

57  (  3 ) 43.5 4.4 4,039,620



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当住宅業界におきましては、平成17年（暦年）の新設住宅着工数は、前年比4.0％増の123万6122戸

で、５年ぶりに120万戸を突破し、前年に対し貸家が8.4％、分譲住宅も6.8％と大幅な伸びを示しまし

た。特に、分譲マンションは５年ぶりの二桁アップとなっており、着実に明るさを取り戻しつつありま

すが、その一方で持ち家の新設住宅着工数は５年連続の減少となり、引き続き厳しい経営環境におかれ

ております。 

このような経営環境の中にあって、当社グループは巨大マーケットである首都圏および関東以西の全

国の拠点において、自然素材を扱った人と環境にやさしい商品「バウビオホーム」を中心に、従来の木

造住宅およびリフォームの販売に注力してまいりましたが、戸建住宅の着工戸数の減少、特に地方での

人口減少によるマーケットの規模の縮小という状況に加え、競合他社および分譲マンション等との販売

競争の激化もあり、当社グループを取り巻く環境は依然厳しい環境で推移いたしました。  

 このような環境下、当社グループといたしましては、住宅関連事業において、横浜を中心とする  

市場成長性の高い首都圏に経営資源を集中させるため、また、年間約６億円の固定費の削減を図るた

め、名古屋以西の拠点を全て廃止し、営業戦略として横浜支店を中核に首都圏市場を開拓していく方針

をかため、大幅な人員の削減を断行いたしました。ただし、アフターサービスに関しましては子会社で

ある千年の杜サービス株式会社に業務を移管いたします。  

  また、新規事業へも積極的に進出し、投資子会社である「ＭＩＬＬＥＮＮＩＵＭ ＩＮＶＥＳＴＭＥ

ＮＴ株式会社」を設立するとともに、在宅介護サービス事業を展開する「株式会社ＨＷジャパン」の株

式取得に向けて準備をいたしております。  

  以上のように、当社グループは現在、早期黒字化のための経営の抜本的改革の途上であり、新規事業

をはじめとする積極経営の推進に注力いたしましたが、全国的な持ち家の着工数の減少や下期の地方拠

点の閉鎖に伴う営業活動の停止等の影響により、売上高は2,964百万円と前期に比べ289百万円の微増に

留まりました。  

 次に収益面につきましては、経常損益は、固定費の削減や原価低減に努めましたが、営業外費用とし

て新規事業進出に伴うファイナンスの実施に関する新株発行費償却466百万円および社債発行費償却150

百万円を計上したことなどにより、2,032百万円（前期は1,443百万円の経常損失）の経常損失となりま

した。  

  また、当期純損益は、拠点閉鎖損失として特別損失235百万円を計上いたしました結果、2,213百万円

（前期は3,789百万円の当期純損失）の当期純損失となりました。  

  

    (注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

  



(2)キャッシュ・フロー 

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動による資金の減少1,956百万円、投資活動

による資金の減少801百万円、財務活動による資金の増加3,774百万円となり、この結果、当連結会計年

度末の現金及び現金同等物残高は1,294百万円（前年同期は2億78百万円）となりました。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動による資金の減少は1,956百万円となりました。(前年同期は1,566百万円の資金の減少）こ

れは主に、税金等調整前当期純損失が22億12百万円及び売上債権の増加額501百万円等があったことに

よるものであります。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動による資金の減少は801百万円となりました。(前年同期は236百万円の資金の減少）これは

主に、貸付金支出によるものであります。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動による資金の増加は3,774百万円となりました。(前年同期は1,560百万円の資金の増加）こ

れは主に、当連結会計年度に実施しました第三者割当増資及び新株予約権の行使並びに新株予約権付社

債の発行による資金の増加によるものであります。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 受注実績 

 
(2) 販売実績 

 
（注）1.最近2連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合  

     は次のとおりであります。 

 
   2.上記金額には、消費税は含まれておりません。 

   3.受注実績は期中受注高を表示しております。 

   4.当社グループ(当社及び当社の関係会社）では生産実績を定義することが困難であるため    

    「生産の状況」を記載しておりません。 

  

  

事業の種類別セグメントの名称

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日)

金額(千円) 前年同期比(％)

建設事業 1,673,020 52.7

不動産事業 545,950 334.2

投資事業 5,714 ―

その他事業 ― ―

計 2,224,684 66.6

事業の種類別セグメントの名称

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日)

金額(千円) 前年同期比(％)

建設事業 2,412,792 96.1

不動産事業 545,950 334.2

投資事業 5,714 ―

その他事業 ― ―

計 2,964,457 110.8

    相手先
前連結会計年度

    （自 平成16年4月1日
     至 平成17年3月31日）

当連結会計年度
   （自 平成17年4月1日
    至 平成17年3月31日）

㈱不動産の関西
(平成18年4月24日付で
㈱デイグランに社名変
更)

  金額（千円）   割合（％）  金額（千円）   割合（％）

    ―     ―   542,495    18.2



３ 【対処すべき課題】 

 当社グループは、当連結会計年度から事業モデルの再構築に着手いたしました。 

住宅事業に関しましては、全国的な戸建住宅の着工戸数の減少、特に人口減少による地方市場の規模

の縮小による受注の減少に対処するため、受注拡大が見込める巨大市場である首都圏に営業拠点を特化

し、大幅な固定費の削減と巨大市場である首都圏における、自然素材ブランド「バウビオホーム」の営

業力強化を推し進めてまいります。また、首都圏の地価上昇に伴い土地の取得が困難になってきている

状況から、市場が拡大している分譲住宅業界との競合に勝つために、不動産業者との連携により優良宅

地の取得に力を注ぎ、潜在需要者である土地を所有していない顧客の獲得を図ります。マーケティング

と社員教育の徹底により営業力に一段と磨きをかけ、受注の拡大を図ってまいります。そして、商品開

発としては建築家および医療関係者、建設会社と共同して、健康で快適に暮らせる住まい「100年仕様

住宅」の商品化を進めてまいります。 

名古屋以西の営業拠点についてはすべて廃止し、子会社千年の杜サービス株式会社による入居者への

アフターメンテナンスを行うとともに、地方市場で圧倒的なシェアを持つ地場の工務店、ゼネコンとの

パートナーシップを構築し、輸入商社機能を持つ子会社「ＢＡＵ ＢＩＯ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡ

Ｌ株式会社」による直輸入の自然素材の提供によって「バウビオホーム」の間接的な受注増をめざし、

グループ全体の売上増大に寄与していく方針であります。 

 新規事業に関しましては、投資業務を行う「ＭＩＬＬＥＮＮＩＵＭ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ株式会

社」、在宅介護サービスを行う「株式会社ＨＷジャパン」など、これまでの住宅事業のみに依存してい

た収益体質を改善し、グループ内で個々に、それぞれの事業で利益を追求することにより経営の安定化

を図ってまいります。 

以上のように、当社グループの事業モデルそのものを大幅に革新し、固定経費の削減と営業媒体およ

び商品開発の強化を通じて、住宅事業の収益構造の改善を行います。 

そして、なお一層安定した経営基盤の確立のために新規事業へもさらに積極的に進出し、当社グルー

プの経営基盤を安定させることにより、株主の皆様や顧客から信頼される企業を目指し、努力してまい

る所存であります。 

  



４ 【事業等のリスク】 

有価証券報告書に記載した事業の概況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響

を及ぼす可能性のある事項には以下のようなものがあります。 

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであり

ます。 

（1）住宅市場の動向について 

   当社グループの業績は、景気動向、金利動向、地価動向、住宅税制等の影響を受けやすい住 

   宅市場の動向に大きく依存しております。そのため景気の見通しの悪化や大幅な金利上昇等 

   によって個人消費が冷え込み、需要が減退する可能性があり、その場合には当社グループの 

   業績に影響を与える可能性があります。  

（2）法的規制について 

   当社グループの事業は、宅地建物取引業法、建設業法、建築基準法、住宅品質確保促進法、 

   証券取引法、介護保険法、労働基準法、身体障害者福祉法、労働者派遣法、その他多数の法 

   令による規制を受けています。今後、これらの規制の改廃や新たな法的規制が設けられた場 

   合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

（3）キャッシュ・フローの状況の異常な変動 

   当社グループの現金及び現金同等物の期末残高は1,294百万円となっており、前連結会計年  

   度末に比べ1,016百万円大幅に増加（前年同期比465％）しております。これは主に営業活動 

   による資金の減少1,956百万円および投資活動による資金の減少801百万円に対し、第三者割 

   当増資、新株予約権の行使および新株予約権付社債の発行による財務活動による資金が3,774 

   百万円増加したことを反映したものであります。 

   当社グループの当連結会計期間において営業活動による資金の減少が1,956百万円であるた 

   め、財務活動による資金の増加の必要があります。 

（4）財政状態及び経営成績の異常な変動 

   当社グループの投資活動による資金の減少は801百万円あり、これは主に新規事業の立ち上 

   による貸付金支出によるものであり、今後の新規事業の見通しによっては貸倒になる可能性 

   があり、その場合には当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

（5）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または前提があること 

   （第５ 経理の状況の「継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況」をご参照く 

   ください。） 

（6）その他 

   平成17年3月に、当社の業務縮小に伴い人員整理を行なった後、元当社従業員2名により解雇 

   を不服として平成17年6月に大阪地方裁判所に損害賠償請求の訴えが提起され、現在審理中で 

   あります。(当社に対する損害賠償請求金額は122百万円であります) 

  



５ 【経営上の重要な契約等】 

 平成14年11月に、㈱無添加住宅と、無添加住宅仕様の住宅建築についてフランチャイズ契約を締結して

おります。 

なお、当社は、同社より平成17年６月９日付け書面で代理店契約解除の通告を受けております。 

  

６ 【研究開発活動】 

特記事項はありません。 

  



７ 【財政状態及び経営成績の分析】 

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 重要な会計方針及び見積もり 

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき

作成されております。この連結財務諸表の作成に当たりまして、当社の基本的な方針はできるだけ費用

または損失については見込が可能な限り当該期間に計上するということであります。具体的には、社債

発行費等の繰延資産の一括償却、回収可能性の低い一部資産の貸倒れ損失処理、展示場建物の減価償却

費の耐用年数を実態に即して短縮していること、拠点閉鎖に伴う損失の見越し計上などであります。 

  

(2) 当連結会計年度の経営成績の分析 

当社グループの当連結会計年度の経営成績は、名古屋以西の拠点閉鎖と新規事業の立ち上げといった

大規模なグループの組織の再構築に取り組んだことにより、売上高前連結会計年度比10.8％の増加にと

どまりました。販売費及び一般管理費は新規事業への貸付金の貸倒引当金の計上や営業権の償却を計上

した為185百万円増加となり、また、拠点閉鎖損失として特別損失235百万円を計上しました結果、当期

純損失は2,213百万円となりました。 

  

(3) 経営成績に重要な影響を与える要因について 

当社グループは、当連結会計年度は「バウビオホーム」の営業を中心とした販売活動を行ってまいり

ましたが、今後は住宅販売以外の投資業、介護ビジネス業といった新規事業にも進出してまいります。

この新規事業の業績如何によっては経営成績が大きく左右されることがあります。 

  

(4) 戦略的現状と見通し 

当社グループといたしましては、現在早期黒字化のための経営の抜本的改革途上であり、住宅関連事

業に関しましては、経営資源を市場成長性の高い横浜を中心とした首都圏に集中させ、年間約6億円の

固定費を削減する為、名古屋以西の拠点を閉鎖し、住宅品質確保促進法に伴うアフターサービス業務を

子会社である「千年の杜サービス株式会社」に移管いたしました。また、従来からの固定観念に基づい

た営業手法からの脱却を目指し、全国工務店とのパートナーシップ制度の拡大と、設計事務所等とのネ

ットワーク構築などマーケットにこれまでにない多角的なアプローチで、商品とサービスの提供を行

い、受注獲得に努めてまいります。 

また、住宅以外の新規事業として投資業務を行う「MILLENNIUM INVESTMENT株式会社」を設立したほ

か、在宅介護サービスを展開する「株式会社HWジャパン」の株式取得に向けて準備をいたしておりま

す。これらの新規事業を通じて、住宅事業のみに依存していた収益体質を改善し、経営の安定化を図っ

てまいります。 

  

(5) 資本の財源及び資金の流動性について 

当社グループの資金状況は、前連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は278百万円、

当連結会計年度における同期末残高は1,294百万円と約1,016百万円増加いたしました。営業活動による

キャッシュ・フロー1,956百万円のマイナス及び投資活動によるキャッシュ・フロー801百万円のマイナ

スを、財務活動によるキャッシュ・フロー3,774百万円で補填する形になりました。財務活動によるキ

ャッシュ・フローは、主に第三者割当増資及び新株予約権の行使並びに新株予約権付社債の発行による

収入合計3,195百万円であります。 

  



(6) 経営者の問題認識と今後の方針について 

当社グループの経営陣は、平成14年3月期以降無配であること、そしてこの赤字体質から脱却して早

急に配当できる体力をつける必要があることを認識しております。そのためには厳しい経営環境のもと

販売拡大及び固定費の圧縮等による利益の確保が急務であり、東京・横浜等の首都圏の販売網の拡充、

工事原価及び固定費の徹底した見直し、新規事業の推進と外部登用を含めた人材の質的強化などを強く

推し進めてまいります。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 

当連結会計年度における設備投資は7百万円であり、その内容の主なものはソフトウェア3百万円、工具

器具備品が2百万円であります。 

  

２ 【主要な設備の状況】 

(1) 提出会社 

平成18年3月31日現在 

 
(注) １ 本社、東京本社及び横浜支店の事務所は賃貸物件であります。 

２ 展示ハウス1棟の建物は全て提出会社所有であります。 

  なお、土地部分については展示場主催者により提供されております。 

３ 本社及び展示ハウスの従業員数[外書]は、臨時従業員であります。 

  

(2) 国内子会社 

特記事項はありません。 

  

３ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備の新設等 

該当事項はありません。 

  

(2) 重要な設備の除却等 

該当事項はありません。 

  

事業所名 
(所在地)

事業の種類別セグメント 設備の内容

帳簿価額

従業員数
(人)建物及び

構築物 
(千円)

土地
(千円) 
(面積㎡)

その他 
(千円)

合計 
(千円)

本社 
(大阪府吹田市)

全社的管理業務 統括業務施設 ―
―

（―）
― ―

2
   [1]

東京本社
（東京都港区）

全社的管理業務 統括業務施設 ―
―

（―）
948 948 7

横浜支店
（神奈川県横浜市中区）

建設事業 販売用設備 3,584
―

（―）
3,147 6,731

18
   [1]

展示ハウス1棟 
(神奈川県横浜市中区)

建設事業 販売用設備 66,669
―

（―）
527 67,197

―
   [1]



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  (注）平成18年6月29日開催の定時株主総会において定款の一部変更が行われ、会社が発行する株式の総数は同日よ  

   り167,240,000株増加し、280,000,000株となっております。 

② 【発行済株式】 

  

 
（注）「提出日現在発行数」欄には、平成18年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発

   行された株式数は含まれておりません。 

種類 会社が発行する株式の総数(株)

普通株式 112,760,000

計 112,760,000

種類
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成18年３月31日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年６月30日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容

普通株式 43,430,606 74,133,124
大阪証券取引所
市場第二部

―

計 43,430,606 74,133,124 ― ―



(2) 【新株予約権等の状況】 

① 平成16年６月21日定時株主総会決議 

  

 
  

事業年度末現在
(平成18年３月31日)

提出日の前月末現在 
(平成18年５月31日)

新株予約権の数(個) 1,400 1,400

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 140,000 140,000

新株予約権の行使時の払込金額(円) 245 245

新株予約権の行使期間
自 平成18年７月１日
至 平成23年６月30日

自 平成18年７月１日 
至 平成23年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格       245
資本組入額       122

発行価格        245
資本組入額       122

新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当を受けた
者は、権利行使時において
も、当社および子会社の取
締役、監査役、執行役員ま
たは従業員その他これに準
ずる地位にあることを要す
る。ただし、任期満了によ
る退任、定年退職その他こ
れに準ずる正当な理由のあ
る場合はこの限りではな
い。
②新株予約権の割当を受けた
者が死亡した場合は、相続
人がこれを行使できるもの
とする。
③その他の条件については、
本株主総会および取締役会
決議に基づき、当社と当社
および子会社の対象取締
役、監査役および従業員と
の間で締結する「新株予約
権割当契約」に定めるとこ
ろによる。

①新株予約権の割当を受けた
者は、権利行使時において
も、当社および子会社の取
締役、監査役、執行役員ま
たは従業員その他これに準
ずる地位にあることを要す
る。ただし、任期満了によ
る退任、定年退職その他こ
れに準ずる正当な理由のあ
る場合はこの限りではな
い。
②新株予約権の割当を受けた
者が死亡した場合は、相続
人がこれを行使できるもの
とする。
③その他の条件については、
本株主総会および取締役会
決議に基づき、当社と当社
および子会社の対象取締
役、監査役および従業員と
の間で締結する「新株予約
権割当契約」に定めるとこ
ろによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは
取締役会の承認を要するもの
とする。

新株予約権を譲渡するときは
取締役会の承認を要するもの
とする。



②平成17年8月5日の取締役会決議 

 
(注）平成18年4月20日開催の取締役会決議により、第3回新株予約権については、平成18年5月8日付   

   をもって、これを無償にて消却いたしました。 

  

第３回新株予約権
事業年度末現在
(平成18年３月31日)

提出日の前月末現在 
(平成18年５月31日)

新株予約権の数(個) 650 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 ―

新株予約権の目的となる株式の数(株) 6,500,000 ―

新株予約権の行使時の払込金額(円) 160 ―

新株予約権の行使期間
自 平成18年3月10日
至 平成20年3月７日

―

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格       245
資本組入額       122

―

新株予約権の行使の条件
各新株予約権の行使にあたって
は、一部行使はできないものと
する。

―

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは
取締役会の承認を要するもの
とする。

 ―



③平成18年2月22日の取締役会決議 

 
（注）１．商法第280条ノ20の規定に基づき、平成17年10月20日取締役会で、新株予約権を付与する  

     方式により、DKR Soundshore Oasis Holding Fund Ltd.に対して新株予約権を付与するこ  

     とを決議しております。  

    ２．新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、その行使請求により当社が当   

     社普通株式を新たに発行またはこれに代えて当社の有する当社普通株式を移転（以下当社   

     普通株式の発行または移転を「交付」という。）する数は、行使請求に係る本新株予約権 

     の数に10,000,000を乗じ、これを下記4(2)の行使価額（ただし、下記4(3)および(4)によっ   

     て修正または調整された場合は修正後または調整後の行使価額）で除して得られる最大整 

     数とする。この場合に1株の100分の1未満の端数（当社が適用法令に従い当社の取締役会の 

     決議により株式の分割と同時に単元株式数についての定款の定めを設けた場合において 

     は、1株未満の端数）を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。各本新 

     株予約権の目的である株式の数（以下「割当株式数」という。）は、当該株式数を行使請 

     求に係る本新株予約権の数で除した数とする。 

   ３．新株予約権の発行価額は１個あたり10,000円であり、新株予約権の行使により株式を発行 

     する場合の株式の発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額に当該新株予約権の１株あ 

     たり発行価額を加算した価額となる。  

   ４．本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額  

    （１）各本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は、行使価額（以下に定義する。）  

       に割当株式数を乗じた額とする。  

    （２）本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行またはこれに代えて当社 

       の有する当社普通株式を移転（以下当社普通株式の発行または移転を「交付」とい 

       う。）する場合における株式1株あたりの払込金額（以下「行使価額」という。）は、 

       当初 81円とする。 

    （３）行使価格は、毎週金曜日（以下「決定日」という。）の翌取引日以降、行使価額は、   

       決定日まで（当日を含む。）の3連続取引日（ただし、取引日は株式会社大阪証券取引 

       所における当社普通株式の普通取引に係る売買高加重平均価格（以下「ⅤＷＡＰ」と 

       いう。）が算出されない日を含まない。決定日が取引日でない場合には、決定日の直 

       前の取引日までの3連続取引日とする。以下「時価算定期間」という。）の株式会社大 

       阪証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎取引日のⅤＷＡＰの平均値の90％ 

第４回新株予約権
事業年度末現在
(平成18年３月31日)

提出日の前月末現在 
(平成18年５月31日)

新株予約権の数(個) 180 80

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 25,824,960 15,325,600

新株予約権の行使時の払込金額(円) 69.7 52.2

新株予約権の行使期間
自 平成18年3月10日
至 平成20年3月7日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格      69.7
資本組入額      35

発行価格      52.2 
資本組入額      27

新株予約権の行使の条件 （注）７ （注）７

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは
取締役会の承認を要するもの
とする。

同左



       に相当する金額（円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。以下 

       「決定日価額」という。）が、その時点で有効な行使価額を下回る場合には決定日価 

       額に修正され、決定日価額が当初行使価額を上回る場合にも決定日価額に修正（以 

       下、決定日価額に修正された行使価額を「修正後行使価額」という。）され、それ  

       以外の場合には修正されない。なお、時価算定期間内に、下記16で定める行使価額の 

       調整事由が生じた場合は、修正後行使価額は、本新株予約権の発行要項に従い当社が 

       適当と判断する値に修正される。ただし、かかる算出の結果、修正後行使価額が 25円 

       （以下「下限行使価額」という。ただし、下記（4）に定める調整を受ける。）を下回 

       る場合には修正後行使価額は下限行使価額とし、89円（以下「上限行使価額」とい 

       う。ただし、下記（4)による調整を受ける。）を上回る場合には、修正後行使価額は 

       上限行使価額とする。 

    （４）当社は、本新株予約権の発行後、当社が時価を下回る発行価額または処分価額をもっ 

       て当社普通株式を新たに発行しまたは当社の有する当社普通株式を処分する場合（た 

       だし、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の 

       交付を請求できる新株予約 権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の転換 

       または転換による場合を除く。）ならびに株式分割により当社普通株式を発行する場 

       合、および時価を下回る価額をもって当社普通株式に転換される証券もしくは転換で 

       きる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権付社 

       債を発行するには、次に定める算式により行使価額を調整する。 

 
       また、当社は株式の併合の場合等にも適宜行使価額を変更する。 

  ５．本新株予約権の消却事由及び消却の条件  

   （１）当社は、本新株予約権の償却が必要と当社取締役会が決議した場合、商法第280条ノ36の 

      規定に従って通知し、かつ（本新株予約権証券が発行されている場合は）公告したうえ 

      で、本新株予約権者に対して償還日から30日以上60日以内の事前通知を行った上で、そ 

      の時点において残存する本新株予約権の全部を1個あたり10,000円の金額で消却すること 

      ができる。  

   （２）当社は、当社が株式交換または株式移転により他の会社の完全子会社となることを当社 

      の株主総会で決議した場合、商法第280条ノ36の規定に従って通知し、かつ公告したうえ 

      で、当該株式交換または株式移転の効力発生日以前に、その時点において残存する本新 

      株予約権の全部を1個あたり10,000円の金額で消却する。  

  ６．本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額中資本に組入れる額と 

     は、当該発行価額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその 

     端数を切り上げた額とする。 

  ７．主な新株予約権の行使条件について  

     本新株予約権の一部行使はできない。  

  

調整後 調整前 既発行株式数 ＋
新発行株式数 × 1株当り払込金額

行使価額 ＝ 行使価額 × 1株当り時価

既発行株式数 ＋ 新発行株式数



④平成18年2月22日の取締役会決議 

 
（注）１ 本新株予約権の行使請求により当社が当社普通株式を新たに発行しまたはこれに代えて   

      当社の有する当社普通株式を移転（以下当社普通株式の発行または移転を「交付」とい 

      う。）する数は、行使請求に係る本社債の発行価額の総額を「新株予約権の行使時の払   

      込金額」で除して得られる最大整数（算出された当該最大整数を以下「交付株式数」と 

      いう。）とする。この場合に１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金によ 

      る調整は行わない。  

      なお、「新株予約権の目的となる株式の数」欄には、「新株予約権付社債の残高」を 

     「新株予約権の行使時の払込金額」で除して得られた最大整数を記載しております。  

    ２ (1) 転換価額の修正  

        新株予約権の発行後、毎週金曜日（以下「決定日」という。）の翌取引日以降、転  

        換価額は、決定日まで（当日を含む。）の3連続取引日（ただし、取引日は株式会社 

        大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引に係る売買高加重平均価格（以下 

        「ⅤＷＡＰ」という。）が算出されない日を含まない。決定日が取引日でない場合 

        には、決定日の直前の取引日までの3連続取引日とする。以下「時価算定期間」とい 

        う。）の株式会社大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎取引日のⅤ 

        ＷＡＰの平均値の90％に相当する金額（円位未満小数第2位まで算出し、その小数第 

        2位を切り捨てる。以下「決定日価額」という。）が、その時点で有効な転換価額を 

第４回無担保転換社債型新株予約権付社債
事業年度末現在
(平成18年３月31日)

提出日の前月末現在 
(平成18年５月31日)

新株予約権の数(個) 32 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 ―

新株予約権の目的となる株式の数(株) 11,477,761 ―

新株予約権の行使時の払込金額(円) 69.7 ―

新株予約権の行使期間
自 平成18年3月10日
至 平成20年3月7日

―

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格      69.7
資本組入額     35

―

新株予約権の行使の条件

当社が本社債を繰上償還す
る場合には、償還日の前銀
行営業日の銀行営業時間終
了時以後、  
または、当社が本社債につ
き期限の利益を喪失した場
合には、期限の利益の喪失
日以降、  
本新株予約権を行使するこ
とはできない。当社が本新
株予約権付社債の社債権者
の請求に  
より本社債を繰上償還する
場合には、償還日の前銀行
営業日の銀行営業時間終了
時以後本  
新株予約権を行使すること
ができない。また、各本新
株予約権の一部行使はでき
ないもの  
とする。 

―

新株予約権付社債の残高 (千円）   800,000 ―



        下回る場合には決定日価額に修正され、決定日価額が当初転換価額を上回る場合に 

        も決定日価額に修正（以下、決定日価額に修正された転換価額を「修正後転換価  

                額」という。）され、それ以外の場合には修正されない。なお、時価算定期間内 

        に、下記(2）で定める転換価額の調整事由が生じた場合は、修正後転換価額は、 

        本新株予約権の発行要項に従い当社が適当と判断する値に修正される。ただし、か 

        かる算出の結果、修正後転換価額が 25円（以下「下限転換価額」という。ただし、 

        下記（2）に定める調整を受ける。）を下回る場合には修正後転換価額は下限転換 

        価額とし、89円（以下「上限転換価額」という。ただし、下記（2）による調整を 

        受ける。）を上回る場合には、修正後転換価額は上限転換価額とする。  

     （２）転換価額の調整  

        当社は、本新株予約権付社債の発行後、当社が時価を下回る発行価額または処分価 

        額をもって当社普通株式を新たに発行しまたは当社の有する当社普通株式を処分す 

        る場合（ただし、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当 

        社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含 

        む。）の転換または転換による場合を除く。）ならびに株式分割により当社普通株 

        式を発行する場合、および時価を下回る価額をもって当社普通株式に転換される証 

        券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権もし   

        くは新株予約権付社債を発行するには、次に定める算式により転換価額を調整す 

        る。  

 
  ３  本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額中資本に組入れる額と 

      は、当該発行価額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はそ 

      の端数を切り上げた額とする。 

  ４  代用払込に関する事項  

      商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号により、本新株予約権を行使したときは本社債の全   

      額の償還に代えて当該本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込がな 

      されたものとする請求があったものとみなす。  

  

調整後 調整前 既発行株式数 ＋
新発行株式数 × 1株当り払込金額

転換価額 ＝ 転換価額 × 1株当り時価

既発行株式数 ＋ 新発行株式数



⑤平成18年4月22日の取締役会決議 

 
（注）１．商法第280条ノ20の規定に基づき、平成18年4月22日取締役会で、新株予約権を付与する  

     方式により、DKR Soundshore Oasis Holding Fund Ltd.に対して新株予約権を付与するこ  

     とを決議しております。  

    ２．新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権の行使請求によ   

      り当社が当社普通株式を新たに発行またはこれに代えて当社の有する当社普通株式を移 

      転（以下当社普通株式の発行または移転を「交付」という。）する数は、行使請求に係 

      る本新株予約権の数に10,000,000円を乗じ、これを下記４（2）の行使価額（ただし、下 

      記4(3)及び(4)によって修正または調整された場合は修正後または調整後の行使価額） 

      で除して得られる最大単元株式数とする。各本新株予約権の目的である株式の数（以下 

      「割当株式数」という。）は、当該株式数を行使請求に係る本新株予約権の数で除した 

      数とする。 

   ３．新株予約権の発行価額は１個あたり10,000円であり、新株予約権の行使により株式を発行 

     する場合の株式の発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額に当該新株予約権の１株あ 

     たり発行価額を加算した価額となる。  

   ４．本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額  

    （１）各本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は、行使価額（以下に定義する。）  

       に割当株式数を乗じた額とする。  

    （２）本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行またはこれに代えて当社 

       の有する当社普通株式を移転（以下当社普通株式の発行または移転を「交付」とい 

       う。）する場合における株式1株あたりの払込金額（以下「行使価額」という。）は、 

       当初 63円とする。 

    （３）本新株予約権の発行後、3ヶ月毎の最終取引日（以下「決定日」という。）の翌取引日   

       以降、行使価額は、決定日まで（当日を含む。）の3連続取引日（ただし、取引日は株  

       式会社大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引に係る売買高加重平均価 格 

       （以下「ⅤＷＡＰ」という。）が算出されない日を含まない。決定日が取引日でない 

       場合には、決定日の直前の取引日までの3連続取引日とする。以下「時価算定期間」と 

       いう。）の株式会社大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎取引日のⅤ 

       ＷＡＰの平均値の90％に相当する金額（円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2 

       位を切り捨てる。以下「決定日価額」という。）が、その時点で有効な行使価額を下 

第５回新株予約権
事業年度末現在
(平成18年３月31日)

提出日の前月末現在 
(平成18年５月31日)

新株予約権の数(個) ― 200

新株予約権の目的となる株式の種類 ― 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) ― 31,740,000

新株予約権の行使時の払込金額(円) ― 63

新株予約権の行使期間 ―
自 平成18年5月10日 
至 平成20年5月10日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

―
発行価格       63 
資本組入額       32

新株予約権の行使の条件 ― （注）７

新株予約権の譲渡に関する事項 ―
新株予約権を譲渡するときは
取締役会の承認を要するもの
とする。



       回る場合には決定日価額に修正（以下、決定日価額に修正された行使価額を「修正後 

       行使価額」という。）され、それ以外の場合には修正されない。なお、時価算定期間 

       内に、第14項で定める行使価額の調整事由が生じた場合は、修正後行使価額は、本新 

       株予約権の発行要項に従い当社が適当と判断する値に修正される。 ただし、かかる算 

       出の結果、修正後行使価額が32円（以下「下限行使価額」という。ただし、(4)による 

       調整を受ける）を下回る場合には修正後行使価額は下限行使価額とする。  

    （４）当社は、本新株予約権の発行後、当社が時価を下回る発行価額または処分価額をもっ 

       て当社普通株式を新たに発行しまたは当社の有する当社普通株式を処分する場合（た 

       だし、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の 

       交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の転換 

       または転換による場合を除く。）ならびに株式分割により当社普通株式を発行する場 

       合、および時価を下回る価額をもって当社普通株式に転換される証券もしくは転換で 

       きる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権付社 

       債を発行するには、次に定める算式により行使価額を調整する。 

 
  ５．本新株予約権の消却事由及び消却の条件  

   （１）当社は、本新株予約権の償却が必要と当社取締役会が決議した場合、商法第280条ノ36の 

      規定に従って通知し、かつ（本新株予約権証券が発行されている場合は）公告したうえ 

      で、本新株予約権者に対して償還日から30日以上60日以内の事前通知を行った上で、そ 

      の時点において残存する本新株予約権の全部を1個あたり10,000円の金額で消却すること 

      ができる。  

   （２）当社は、当社が株式交換または株式移転により他の会社の完全子会社となることを当社 

      の株主総会で決議した場合、商法第280条ノ36の規定に従って通知し、かつ公告したうえ 

      で、当該株式交換または株式移転の効力発生日以前に、その時点において残存する本新 

      株予約権の全部を1個あたり10,000円の金額で消却する。  

  ６．本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額中資本に組入れる額と 

     は、当該発行価額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその 

     端数を切り上げた額とする。 

  ７．主な新株予約権の行使条件について  

     本新株予約権の一部行使はできない。  

  

調整後 調整前 既発行株式数 ＋
新発行株式数 × 1株当り払込金額

行使価額 ＝ 行使価額 × 1株当り時価

既発行株式数 ＋ 新発行株式数



(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

 
(注) １ 転換社債の株式転換による増加 

２ 第三者割当増資による増加 

 発行価格  50円 

 資本組入額 25円 

３ 円建転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使による増加 

４ 第三者割当増資による増加 

   発行価格  50円 

   資本組入額 25円 

５ 第三者割当増資による増加 

   発行価格  48円 

   資本組入額 24円 

６ 商法第289条第２項の規定に基づき欠損金填補のため減少 

７ 新株予約権の権利行使による増加 

８ 第三者割当増資による増加 

   発行価格  50円 

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金
残高 
(千円)

平成13年４月１日～ 
平成14年３月31日 
(注１)

956,934 4,453,134 100,478 602,298 99,521 394,081

平成14年12月11日 
(注２）

10,000,000 14,453,134 250,000 852,298 250,000 644,081

平成15年１月～２月 
(注３)

29,000,000 43,453,134 725,000 1,577,298 725,000 1,369,081

平成15年４月２３日 
(注４）

10,100,000 53,553,134 252,500 1,829,798 252,500 1,621,581

平成15年６月２７日 
(注５)

2,000,000 55,553,134 48,000 1,877,798 48,000 1,669,581

平成15年６月２７日 
(注６)

― 55,553,134 ― 1,877,798 △826,673 842,908

平成15年８月 １ 日～ 
平成15年８月３１日 
(注７)

41,499 55,594,633 1,037 1,878,835 1,037 843,945

平成15年９月25日 
(注８)

4,400,000 59,994,633 110,000 1,988,835 110,000 953,945

平成15年12月17日 
(注９)

3,000,000 62,994,633 75,000 2,063,835 75,000 1,028,945

平成16年２月20日 
(注１０)

43,884,614 106,879,247 367,999 2,431,835 332,000 1,360,945

平成16年３月30日 
(注１１)

32,941,176 139,820,423 266,470 2,698,306 233,529 1,594,474

平成16年６月18日 
(注１２)

18,750,000 158,570,423 300,000 2,998,306 300,000 1,894,474

平成16年10月１日 
(注１３)

△142,713,381 15,857,042 ― 2,998,306 ― 1,894,474

平成16年12月31日～ 
平成17年１月27日 
(注１４)

2,809,684 18,666,726 176,404 3,174,710 173,595 2,068,070

平成17年２月25日 
(注１５)

3,650,000 22,316,726 299,300 3,474,010 299,300 2,367,370

平成17年６月２９日 
(注１６）

― 22,316,726 ― 3,474,010 △2,367,370 ―

平成17年8月26日 
(注１７）

1,875,000 24,191,726 150,000 3,624,010 150,000 150,000

平成17年9月30日～ 
平成18年1月18日 
(注１８）

13,500,000 37,691,726 1,086,750 4,710,760 1,086,750 1,236,750

平成18年3月28日 
(注１９）

1,434,720 39,126,446 50,215 4,760,976 49,784 1,286,534

平成18年3月31日 
(注２０）

1,434,720 40,561,166 50,215 4,811,191 49,784 1,336,319

平成18年3月31日 
(注２１）

2,869,440 43,430,606 100,630 4,911,821 99,569 1,435,889



   資本組入額 25円 

９ 第三者割当増資による増加 

   発行価格  50円 

   資本組入額 25円 

10 円建転換社債型新株予約権付社債の株式転換による増加 

11 円建転換社債型新株予約権付社債の株式転換による増加 



12 第三者割当増資による増加 

   発行価格  32円 

   資本組入額 16円 

13 10株を１株に併合したことによる減少 

14 円建転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使による増加 

15 第三者割当増資による増加 

   発行価格  164円 

 資本組入額  82円 

16 商法第289条第２項の規定に基づき欠損金填補のため減少 

17 第三者割当増資による増加 

  発行価格  160円 

 資本組入額 80円 

18 新株予約権の権利行使による増加 

19 円建転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使による増加 

20 円建転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使による増加 

21 新株予約権の権利行使による増加 

22 平成18年４月１日から平成18年５月31日までの間に、新株予約権の行使および円建転換社債型新株予約権付

社債の新株予約権の行使に伴う転換により、発行済株式総数が30,702千株、資本金が909百万円、資本準備

金が891百万円それぞれ増加しております。 

(4) 【所有者別状況】 

平成18年３月31日現在 

 
(注) １ 自己株式1,346株は、「個人その他」欄に13単元、「単元未満株式の状況」に46株含めております。 

２ 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が1,083単元含まれております。 

  

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び 
地方公共 
団体

金融機関 証券会社
その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数 
(人)

― 2 11 118 6 12 8,418 8,567 ―

所有株式数 
(単元)

― 10,303 14,263 8,632 60,022 687 340,374 434,281 2,506

所有株式数 
の割合(％)

― 2.37 3.28 1.99 13.82 0.16 78.38 100.0 ―



(5) 【大株主の状況】 

平成18年３月31日現在 

 
(注) 上記、大阪証券金融株式会社の所有株式は、証券取引法第156条の24に規定する業務により所有する株式であり

ます。 

  

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

ゴールドマンサックスインター
ナショナル(常任代理人 ゴール
ドマン・サックス証券株式会社
東京支店)

133 Fleet Street London EC4A 2BB U.K
(東京都港区六本木６丁目10－１ 六本木ヒルズ森タ

ワー)
5,831 13.42

村 上 實 千葉県船橋市 1,790 4.12

小 島 一 元 大阪府八尾市 1,178 2.71

梶 山 勝 也 神奈川県藤沢市 1,061 2.44

アム投資事業組合１１号 神奈川県藤沢市片瀬海岸１丁目2－9－302 1,000 2.30

アム投資事業組合１０号 神奈川県藤沢市片瀬海岸１丁目2－9－302 1,000 2.30

大阪証券金融株式会社(業務口) 大阪市中央区北浜２丁目4－6 992 2.28

立花証券株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目13－14 605 1.39

大和証券株式会社 東京都千代田区大手町２丁目6－4 333 0.76

吉 田 周 弘 東京都葛飾区 323 0.74

計 14,115 32.50



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年３月31日現在 

 
(注) １ 「完全議決権株式(自己株式等)」欄は、全て当社保有の自己株式であります。 

２ 「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式が108,300株(議決権1,083個)含まれてお

ります。 

  

② 【自己株式等】 

平成18年３月31日現在 

 
  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) 普通株式    1,300 ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 43,426,800 434,268 ―

単元未満株式 普通株式      2,506 ― １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 43,430,606 ― ―

総株主の議決権 ― 434,268 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 
(株)

他人名義
所有株式数 
(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

株式会社千年の杜
大阪市淀川区宮原 
１－16－43

1,300 ― 1,300 0.003

計 ― 1,300 ― 1,300 0.003



(7) 【ストックオプション制度の内容】 

(平成16年６月21日定時株主総会決議) 

  

 
  

決議年月日 平成16年６月21日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役  ３名
当社監査役  ３名 
当社従業員  52名 
子会社従業員 ２名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株) 同上

新株予約権の行使時の払込金額(円) 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上



２ 【自己株式の取得等の状況】 

(1) 【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

① 【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

該当事項はありません。 

  

② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

該当事項はありません。 

  

(2) 【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状

況】 

① 【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】 

該当事項はありません。 

  

② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】 

該当事項はありません。 

  

３ 【配当政策】 

当社は、株主各位の利益を経営の最重要課題であると認識し、安定的な配当の継続を勘案しながら業績

に応じた利益還元を基本方針としております。当期の利益配当につきましては業績並びに厳しい経営環境

を鑑み、無配とさせていただきました。 

  

  

  

  

４ 【株価の推移】 

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

  

 
(注) １ 最高・最低株価は、大阪証券取引所市場第二部におけるものであります。 

２ □印は、株式併合による権利落後の最高・最低価格を示しております。 

  

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】 

  

 
(注) 最高・最低株価は、大阪証券取引所市場第二部におけるものであります。 

  

回次 第38期 第39期 第40期 第41期 第42期

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月

最高(円) 595 660 88
71

□284
262

最低(円) 203 27 14
22

□121
70

月別 平成17年10月 11月 12月 平成18年１月 ２月 ３月

最高(円) 188 196 172 156 123 90

最低(円) 158 167 137 101 70 74



５ 【役員の状況】 

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
（株）

代表取締役 
社長

髙 橋   誠 昭和24年12月27日生

昭和54年４月 髙橋経営管理事務所代表

21,900

昭和58年４月 株式会社ＪＰＳコーポレーション

専務取締役

平成７年４月 株式会社アルマ代表取締役(現任)

平成11年９月 ティー・エフ・ジー・インベスト

メント・アドバイザリー株式会社

代表取締役(現任)

平成14年11月 当社取締役

平成15年８月 当社代表取締役社長(現任)

代表取締役 
副社長

菊 地   一 昭和30年10月16日生

昭和53年４月 株式会社三井銀行入行

―

昭和62年７月 株式会社菊地オリエンタルエンタ

プライゼス代表取締役（現任）

平成17年11月 当社代表取締役副社長（現任）

平成17年12月 MILLENNIUM INVESTMENT株式会社 

代表取締役社長（現任）

取締役 有 山 幸 男 昭和44年1月15日生

昭和62年４月 株式会社Ｍ＆Ｉパシフィック入社

平成６年２月 株式会社日本コミュニティ設立 

代表取締役

平成17年11月 当社入社執行役員事業管理本部長 ―

平成18年３月 千年の杜サービス株式会社 代表

取締役社長（現任）

平成18年６月 当社取締役（現任）

取締役 大 脇 高 志 昭和42年５月21日生

平成元年４月 東京メディクス株式会社入社

―

平成４年４月 株式会社大志入社

平成５年４月 株式会社日本技研入社

平成７年６月 同社取締役

平成10年４月 株式会社ニューホライズンジャパ

ン入社

平成13年４月 エクスドリームエンタテイメント

株式会社 取締役

平成16年６月 エイヴィーエクシングジャパン株

式会社取締役

平成16年10月 同社代表取締役

平成17年11月 株式会社ＨＷジャパン設立 代表

取締役社長（現任）

平成17年11月 当社取締役（現任）

取締役 杉 山 英 治 昭和39年8月13日生

昭和61年４月 有限会社杉山企画設立

―

平成元年６月 株式会社フォレスタクリエーショ

ン入社

平成８年10月 株式会社新鮮組入社

平成10年11月 株式会社フォーサイトライン設立

代表取締役（現任）

平成17年11月 当社取締役（現任）

取締役 須 田 保 彦 昭和32年1月６日生

昭和55年４月 丸紅石油株式会社入社

 平成元年８月 マリンシステムインターナショナ

ル株式会社代表取締役

平成５年４月 木野興産株式会社入社

平成13年７月 昭和環境エンジニアリング株式会

社代表取締役

―

平成14年２月 昭和熱技研株式会社代表取締役

平成17年１月 有限会社ブレーンネットワーク顧

問(現任）

平成17年11月 当社取締役(現任）

平成17年12月 エンバイロメンタルパートナーズ

株式会社 代表取締役社長(現

任）



  

 
(注) １ 監査役小林雄三、北久浩および鈴木伸太郎は、社外監査役であります。 

２ 取締役杉山英治、須田保彦および門脇豊明は、社外取締役であります。 

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数 

（株）

取締役 門 脇 豊 明 昭和22年５月３日生

昭和45年４月 株式会社大東設計社入社

昭和48年４月 鹿島建設株式会社入社

昭和62年４月 株式会社アルモ設計入社 ―

平成２年４月 有限会社企多廊建築設計事務所設

立 所長（現任） 

平成18年６月 当社取締役（現任）

常勤監査役 北 山 欽 一 昭和21年10月18日生

昭和42年３月 土岐船舶工事株式会社入社

―

昭和60年３月 北富士建設株式会社設立 

代表取締役

平成９年11月 ホスピタルアドミニストレーショ

ンオブジャパン株式会社（現社名 

株式会社ＵＡＣ）入社

平成13年９月 社団法人貴友会王子病院理事長 

室長(現任）

平成16年12月 株式会社ＵＡＣ代表取締役（現

任）

平成17年12月 当社入社 財務部長

平成18年４月 当社内部監査室長

平成18年６月 当社監査役（現任）

監査役 小 林 雄 三 昭和16年１月５日生

昭和38年４月 弁護士登録

―
昭和38年４月 小林法律会計事務所設立 所長

(現任)

平成17年６月 当社監査役(現任)

監査役 北  久 浩 昭和38年５月15日生

平成７年４月 弁護士登録

平成10年11月 北法律事務所設立所長（現任） ―

平成17年11月 当社監査役（現任）

監査役 鈴 木 伸太郎 昭和39年12月12日生

平成９年４月 弁護士登録（東京弁護士会）影山

光太郎法律特許事務所入所

平成12年２月 八重洲共同法律事務所（現京橋第

一法律事務所）設立 所長（現

任）

―

平成18年６月 当社監査役（現任）

計 21,900



６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

株主各位の利益を考慮し、社会の要請に応える経営を推進するため、コーポレート・ガバナンスを有

効に機能させることを重要課題と考えております。 

取締役会は、経営の基本方針、法令で定められた事項やその他重要事項を決定するとともに、業務執

行状況を監督する機関と位置づけております。 

監査役会は、取締役の職務執行及び法令等の遵守状況、その他経営全般にわたり監視を行うことによ

り、コーポレート・ガバナンスを一層機能させるよう努めてまいります。 

(2) コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

当社は、平成17年11月25日開催の臨時株主総会において取締役(５名)の選任を行い、取締役会の監督

機能を強化し、経営の効率化を図っております。また、当該総会において弁護士である社外監査役１名

を補充したことにより当社の監査役会(監査役３名全員が社外監査役)を一層充実させ、取締役の職務の

執行等について監視を行っております。 

(3) 内部統制システムの整備の状況 

当社の内部統制システムと致しましては、各支店及び営業所における経理情報の本社での集中管理シ

ステムがあり、これは経理業務の効率的処理及び資金の不正使用の早期発見に大きな効果をあげており

ます。今後は、現場の実態把握をさらにすすめるため、内部監査室をはじめとする専門プロジェクトに

よる巡回強化に努める予定であります。 

(4) リスク管理体制の整備の状況 

当社は、環境・安全リスクを専管する上で、社長および本社管理部門が中心となって環境・安全リス

クの洗い出しを行うとともに、内部監査機能を活用して、各現場への環境・安全リスクの認知度の向上

とリスク管理状況の確認を図っております。 

 なお、有事にさいしては社長を本部長とする「緊急対策本部」を速やかに立ち上げ、会社全体として

その対応と早期解決を図っていくものとしております。 

 当社のリスク管理体制は、契約書等の法務管理、資金管理、情報システム管理に区分されます。ま

ず、契約書等の法務管理につきましては、建設業界では特に多いとされる一般顧客との瑕疵担保責任、

請負契約の費用負担の割合等の紛争に対しては各支店及び営業所の工事責任者の教育の徹底、本社総務

部門の体質の強化を図っております。資金管理につきましては、資金の予実管理を徹底し、設備投資等

の多額の支出を伴う場合は事前報告及稟議決裁を迅速に行うことにより安定的な資金管理を行っており

ます。また、情報システム管理につきましては外部阻害要因(ウィルス等)の排除、システムの安定した

運用、業務の省力化・迅速化のためのシステム構築等を図るため、外部専門技術者の受入及びシステム

部門の人員増強を行っております。 

  

(5) 内部監査及び監査役監査の状況 

当社は平成18年4月1日付で内部監査を実施する独立した部署として内部監査室を設置いたしました。

現場の実態把握をするため巡回を強化しながら随時監査を実施しております。 

内部監査の実施にあたっては、他部署からの独立性、監査権限責任の委譲、企業経営に関する見識の

制約の下、当社における内部監査体制は、その実効性を確保できるよう整備されているものと認識して

おります。 

監査役監査につきましては、提出日現在、社外監査役３名体制で行っており、通常の監査業務並びに

取締役会にて、取締役の業務執行状況、会社業績の進捗状況を確認し、重要な決裁書類の閲覧を行って

おります。また、監査法人及び内部監査人との調整を行い、効率的かつ適切な監査を実施しておりま



す。 

(6) 会計監査の状況 

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は安藤算浩、平田卓であり、監査法人ナカチに所属してお

ります。当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士9名及び会計士補2名であります。 

(7) 社外取締役及び社外監査役との関係 

提出日現在の当社の社外取締役である杉山英治、須田保彦および門脇豊明は、資本関係及び取引関係

その他の利害関係はありません。 

提出日現在の当社の社外監査役である小林雄三、北久浩および鈴木伸太郎は、資本関係及び取引関係その他の利

害関係はありません。 

(8) 役員報酬の内容 

当社の取締役に対する報酬は限度額月額12,000千円(使用人兼務取締役の使用人分給与は除く)に対

し、当事業年度に支払った報酬は30,760千円であります。また、監査役に対する報酬は限度額月額

3,000千円に対し、当事業年度に支払った報酬は15,700千円であります。 

(9) 監査報酬の内容 

当社が監査法人ナカチと締結した監査契約に基づく監査証明に係る報酬は、公認会計士法（昭和23年

法律第103号）第2条第1項に規定する業務に基づく報酬が18,000千円であり、それ以外の業務に基づく

報酬はありません。 



第５ 【経理の状況】 

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省

令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)及び、「建設業法施行規則」(昭和24年建設省令第14

号)に基づいて作成しております。 

 ただし前連結会計年度(平成16年４月１日から平成17年３月31日まで)については、「財務諸表の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年１月30日内閣府令第５号)

附則第２項のただし書きにより、改正前の連結財務諸表規則を適用しております。 

  

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59

号、以下「財務諸表等規則」という。)第２条の規定に基づき、同規則及び「建設業法施行規則」(昭和

24年建設省令第14号)により作成しております。 

 ただし、前事業年度(平成16年４月１日から平成17年３月31日まで)については、「財務諸表の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年１月30日内閣府令第５号)附則

第２項のただし書きにより、改正前の財務諸表等規則を適用しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度(平成16年４月１日から平成17年３月

31日まで)の連結財務諸表及び前事業年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで）の財務諸表に

ついてはさくら萌和監査法人により監査を受け、また、当連結会計年度(平成17年４月１日から平成18年

３月31日まで)の連結財務諸表及び当事業年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)の財務諸表

については、監査法人ナカチにより監査を受けております。 

 なお、当社の会計監査人は次のとおり交代しております。 

 前連結会計年度及び前事業年度 さくら萌和監査法人 

 当連結会計年度及び当事業年度 監査法人ナカチ 



１ 【連結財務諸表等】 

(1) 【連結財務諸表】 

① 【連結貸借対照表】 

  

 
  

前連結会計年度
(平成17年３月31日)

当連結会計年度 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

（資産の部)

Ⅰ 流動資産

   現金及び預金
※１

278,111 1,414,337

   完成工事未収入金等 51,921 553,530

   販売用不動産 ※１．４ 341,798 220,640

   未成工事支出金等 302,626 155,930

   その他のたな卸資産 ― 72,904

   短期貸付金 ― 697,441

   その他 53,135 66,241

    貸倒引当金 △1,336 △241,415

  流動資産合計 1,026,257 72.9 2,939,609 91.8

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

   建物及び構築物 313,617 120,164

    減価償却累計額 114,126 199,490 48,001 72,162

   車両運搬具 340 986

    減価償却累計額 244 95 376 610

   工具器具備品 132,821 11,321

    減価償却累計額 119,571 13,249 4,768 6,553

   有形固定資産合計 212,836 15.1 79,326 2.5

 ２ 無形固定資産

   ソフトウェア 1,994 4,321

   その他 5,735 373

   無形固定資産合計 7,729 0.6 4,695 0.1

 ３ 投資その他の資産

   投資有価証券 4,678 －

   出資金 101,100 1,100

   差入保証金 39,840 41,567

   その他 72,124 197,655

    貸倒引当金 △56,998 △60,491

   投資その他の資産合計 160,745 11.4 179,830 5.6

  固定資産合計 381,310 27.1 263,852 8.2

  資産合計 1,407,568 100.0 3,203,462 100.0



 
  

前連結会計年度
(平成17年３月31日)

当連結会計年度 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

（負債の部)

Ⅰ 流動負債

   支払手形・工事未払金等 ※１ 482,588 215,637

   短期借入金 ※１ 33,000 577,652

   未払金 47,314 141,390

   未払法人税等 31,612 39,501

   未成工事受入金 470,832 147,623

   完成工事補償引当金 10,500 16,500

   その他 57,335 158,334

  流動負債合計 1,133,183 80.5 1,296,640 40.5

Ⅱ 固定負債

   社債 16,000 51,000

     新株予約権付社債 ― 800,000

   新株予約権 ― 8,300

   退職給付引当金 31,322 19,286

   預り保証金 91,743 60,969

  固定負債合計 139,066 9.9 939,555 29.3

  負債合計 1,272,249 90.4 2,236,195 69.8

（少数株主持分)

  少数株主持分 41,154 2.9 212,950 6.7

（資本の部)

Ⅰ 資本金 ※２ 3,474,010 246.8 4,911,821 153.3

Ⅱ 資本剰余金 2,367,370 168.2 1,435,889 44.8

Ⅲ 利益剰余金 △5,742,250 △408.0 △5,588,752 △174.5

Ⅳ その他有価証券評価差額金 △343 △0.0 ―

Ⅴ 自己株式 ※３ △4,623 △0.3 △4,642 △0.1

   資本合計 94,164 6.7 754,316 23.5

   負債、少数株主持分 
   及び資本合計

1,407,568 100.0 3,203,462 100.0



② 【連結損益計算書】 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 2,675,051 100.0 2,964,457 100.0

Ⅱ 売上原価 2,497,927 93.4 2,629,692 88.7

  売上総利益 177,123 6.6 334,764 11.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 1,534,674 57.4 1,720,580 58.0

  営業損失 1,357,550 △50.8 1,385,816 △46.7

Ⅳ 営業外収益

   受取利息 512 6,952

   契約金解約収入 71 ―

   その他 25,204 25,789 1.0 10,816 17,769 0.6

Ⅴ 営業外費用

   支払利息 3,266 8,653

   社債発行費償却 21,687 150,000

   新株発行費償却 45,603 466,357

   その他 41,443 112,000 4.2 39,897 664,908 22.5

  経常損失 1,443,761 △54.0 2,032,955 △68.6

Ⅵ 特別利益

   過年度損益修正益 ― 52,596

   子会社株式売却益 ― ― ― 3,454 56,050 1.9

Ⅶ 特別損失

   固定資産除却損 ※２ 36,281 ―

   現物出資損失 ※３ 2,289,664 ―

   拠点閉鎖損失 ※４ ― 2,325,946 86.9 235,955 235,955 8.0

  税金等調整前当期純損失 3,769,708 △140.9 2,212,860 △74.7

  法人税、住民税及び事業税 18,816 18,816 0.7 30,106 30,106 1.0

  少数株主利益 
  又は少数株主損失(△)

1,154 0.0 △29,094 △1.0

  当期純損失 3,789,678 △141.6 2,213,872 △74.7



③ 【連結剰余金計算書】 
  

 
  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円)

（資本剰余金の部)

Ⅰ 資本剰余金期首残高 1,594,474 2,367,370

Ⅱ 資本剰余金増加高

   新株発行等による増加高 772,895 772,895 1,435,889 1,435,889

Ⅲ 資本剰余金減少高

   欠損金填補による取崩額 ― ― 2,367,370 2,367,370

Ⅳ 資本剰余金期末残高 2,367,370 1,435,889

（利益剰余金の部)

Ⅰ 利益剰余金期首残高 △1,952,571 △5,742,250

Ⅱ 利益剰余金増加高

   資本剰余金取崩による 
   増加額

― ― 2,367,370 2,367,370

Ⅲ 利益剰余金減少高

   当期純損失 3,789,678 3,789,678 2,213,872 2,213,872

Ⅳ 利益剰余金期末残高 △5,742,250 △5,588,752



④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】 
  

 
  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前当期純損失 △3,769,708 △2,212,860

   減価償却費 75,087 72,564

   長期前払費用償却額 ― 31,756

   貸倒引当金の増減額(減少△) 30,348 243,572

   退職給付引当金の増減額(減少△) 13,605 △12,035

   完成工事補償引当金の増減額(減少△) △4,300 6,000

   投資有価証券売却益 △1,764 △18

   新株発行費償却 45,148 466,357

   社債発行費償却 21,687 150,000

   固定資産除却損 33,156 71,966

   現物出資に伴う売却損 2,289,664 ―

   子会社株式売却益(△) ― △3,454

   受取利息及び受取配当金 △512 △6,954

   支払利息 3,266 8,653

   売上債権の増減額(増加△) △36,146 △501,608

   棚卸資産の増減額(増加△) △208,951 140,474

   仕入債務の増減額(減少△) △64,657 △266,950

   未成工事受入金の増減額(減少△) 148,126 △323,209

   販売用不動産評価損 5,500 54,476 

   その他 △132,116 148,660

小計 △1,552,565 △1,932,611

   利息及び配当金の受取額 512 6,954

   利息の支払額 △3,266 △8,653

   法人税等の支払額 △11,147 △22,217

  営業活動によるキャッシュ・フロー △1,566,465 △1,956,527



 
  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円)

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   定期預金の預入による支出 ― △120,000

   有形固定資産の取得による支出 △161,447 △4,795

   長期前払費用の取得による支出 ― △136,796

   投資有価証券の取得による支出 △5,022 ―

   投資有価証券の売却による収入 20,874 5,040

   連結の範囲の変更を伴う株式の 
   取得による収入

※３ 10,000 ―

   組合等への出資による支出 △101,000 ―

      組合出資解約による収入 ― 100,000

   貸付による支出 ― △1,248,992

   貸付金の回収による収入 ― 544,565

   子会社株式の売却による収入 ― 64,350

   その他 △102 △4,758

  投資活動によるキャッシュ・フロー △236,698 △801,386

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入金純増減額 33,000 543,452

   新株の発行による収入 1,153,451 2,193,642

   新株予約権付社債の発行による収入 328,312 850,000

   社債の発行による収入 16,000 35,000

   新株予約権の発行による収入 ― 22,000

   自己株式取得による支出 △34 △18

   少数株主への株式の発行による収入 30,000 130,000

  財務活動によるキャッシュ・フロー 1,560,730 3,774,076

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（減少△） △242,433 1,016,161

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 520,545 278,111

Ⅵ 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増   
  加額

― 64

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 278,111 1,294,337



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 当社グループでは、当連結会計年度中、３度にわたり

約15億円のファイナンスを行った結果、資本金は

3,474,010千円、資本剰余金は2,367,370千円となり、大

幅な資本増強を図りました。しかしながら主力の注文住

宅受注低迷により、売上高は2,675,051千円と前連結会

計年度4,691,539千円に比べ大幅に減少し、前連結会計

年度882,190千円、当連結会計年度1,357,550千円と連続

して大幅な営業損失を計上いたしました。それに伴い、

営業活動によるキャッシュ・フローも前連結会計年度

1,487,561千円、当連結会計年度1,566,465千円と連続し

て大幅なマイナスとなり、恒常的な資金不足に陥ってお

ります。さらに、余剰人員の削減等の事業改革、不採算

事業の整理、現物出資による含み損の実現等を行った結

果、当期純損失は3,789,678千円となり、利益剰余金は

5,742,250千円のマイナスとなりました。この結果、期

末日現在の自己資本は94,164千円となり、今後の経営計

画の達成状況及び資金調達の状況によっては債務超過に

陥る可能性も有り、継続企業の前提に関する重要な疑義

が存在しております。

 当社グループでは、大都市圏での受注増加を図るた

め、各拠点の統廃合を行い大阪本社と東京本社の２本社

体制を採用し、無添加住宅を市場に本格投入すべく横浜

と箕面に展示場を新設オープンしました。また、これま

でのイメージを刷新すべく平成16年10月１日付で、商号

変更を「キーイングホーム株式会社」から「株式会社千

年の杜」に変更いたしました。今後は、無添加住宅事業

で得られたノウハウを駆使し、さらに原材料を自社で調

達することにより価格を低く抑えた、新たなブランド

「バウビオホーム」を本格展開してまいります。さらに

この「バウビオホーム」を全国に普及すべく全国の工務

店とパートナーシップ契約を結び、バウビオホーム原材

料の供給を行っていくための新会社「BAU  BIO 

INTERNATIONAL株式会社」を４月に立ち上げました。２

年間に及ぶリストラもようやく終結し、当初200名以上

いた社員と赤字拠点の整理統合を実施し、固定費を大幅

に削減することができました。

 次期以降につきましては、首都圏の営業の期間拠点と

して平成16年に開設しました横浜支店もようやく軌道に

のり、売上を順調に伸ばすことができると予想しており

ます。 

 さらにリストラの効果も期待できますことから、黒字

転換を目指す所存でございます。 

 連結財務諸表は、注文住宅事業が軌道に乗り、経営計

画が達成可能という前提のもと、継続企業を前提として

作成されており、このような重要な疑義の影響を連結計

算書類には反映しておりません。

 当社グループは、当連結会計年度中、4度のファイナ

ンスを行いまして、資本金は4,911,821千円、資本準備

金は1,435,889千円となり、大幅な資本増強を図りまし

た。しかしながら主力の注文住宅の受注低迷により、売

上高は2,964,457千円と前連結会計年度 2,675,051千円

に比べ微増したものの、前連結会計年度1,357,550千

円、当連結会計年度1,385,816千円と連続して大幅な営

業損失を計上いたしました。それに伴い、営業活動によ

るキャッシュ・フローも前連結会計年度1,566,465千

円、当連結会計年度1,956,527千円と連続して大幅なマ

イナスとなり、恒常的な資金不足に陥っております。さ

らに余剰人員の削減等の事業改革、不採算拠点の整理に

よる拠点閉鎖費用の計上を行った結果、当期純損失は、

2,213,872千円となり、利益剰余金は5,588,752千円のマ

イナスとなりました。この結果、期末日現在の自己資本

は754,316千円となり、今後の経営計画の達成及び追加

資金調達の状況によっては債務超過に陥る可能性もあ

り、継続企業の前提に関する重要な疑義が発生しており

ます。

 当社は、住宅関連事業におきまして経営資源を横浜を

中心とする市場成長性の高い首都圏に集中する為、名古

屋以西の拠点を全て廃止し、廃止する拠点のアフターサ

ービスに関しましては関係会社である千年の杜サービス

株式会社に業務を移行し、営業戦略としては横浜支店を

中核に首都圏市場を開拓していく方針をかため、大幅な

人員の削減を断行いたしました。これによる来期の固定

費を年間約６億円削減できると見込んでおります。今後

は廃止拠点の地方市場では地場の工務店、ゼネコンとの

パートナーシップを結び、輸入商社バウビオインターナ

ショナルによる直輸入の自然素材の提供による「バウビ

オホーム」の間接的な受注増をめざし、グループ全体の

売上に寄与していく方針です。また、新規事業へも積極

的に進出し、投資子会社である「ＭＩＬＬＥＮＮＩＵＭ 

ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ株式会社」を設立するとともに、

在宅介護サービス事業を展開する「株式会社ＨＷジャパ

ン」の株式取得に向けて準備をいたしております。以上

のように、当社グループは現在、早期黒字化のための経

営の抜本的改革途上であり、新規事業をはじめとする積

極経営の推進に注力いたします。

 連結財務諸表は、注文住宅事業および新規事業が軌道

に乗り、経営計画が達成可能という前提のもと、継続企

業を前提として作成されており、このような重要な疑義

の影響を連結財務諸表には反映しておりません。 

 

 

 

 



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

項目
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 子会社は全て連結しております。 

 連結子会社数………３社 

   キーイング・ホームテクノ㈱ 

   千年の杜建設㈱ 

   ㈱ベリーケイ

上記のうち、㈱ベリーケイについて

は当連結会計年度において新たに出

資したため、連結の範囲に含めてお

ります。 

なお、㈱シー・ディーコーポレーシ

ョンは、当連結会計年度から千年の

杜建設㈱へ社名変更しております。

子会社は全て連結しております。 

 連結子会社数………７社 

   千年の杜サービス㈱ 

   千年の杜建設㈱ 

   ㈱ベリーケイ 

   BAU BIO INTERNATIONAL㈱ 

   MILLENNIUM INVESTMENT㈱ 

   ㈱HWジャパン 

   エンバイロメンタルパートナーズ㈱

上記のうち、BAU BIO INTERNATIONAL

㈱、MILLENNIUM INVESTMENT㈱につい

ては当連結会計年度において新たに出

資したため、連結の範囲に含めており

ます。また、㈱HWジャパン、エンバイ

ロメンタルパートナーズ㈱に関しまし

ては資本関係はございませんが、実質

支配基準に該当するため、連結の範囲

に含めております。 

なお、キーイング・ホームテクノ㈱

は、当連結会計年度から千年の杜サー

ビス㈱へ社名変更しております。

２ 持分法の適用に関する事

項

持分法適用の非連結子会社 

 ……該当ありません

持分法適用の非連結子会社 

 ……該当ありません

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項

提出会社の事業年度と同一でありま

す。

決算期が連結決算期と異なる㈱ＨＷジャ

パン（9月30日決算）は連結決算日現在で

本決算に準じた仮決算を行った財務諸表

を基礎としております。  

エンバイロメンタルパートナーズ㈱の決

算日は2月28日であります。連結財務諸表

の作成に当たっては、同決算日現在の財

務諸表を使用しております。ただし、3月

1日から連結決算日3月31日までの期間に

発生した重要な取引については、連結上

必要な調整を行っております。

４ 会計処理基準に関する事

項

(1) 重要な資産の評価基

準及び評価方法

イ 有価証券 

 その他有価証券 

  時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時

価法 

(評価差額は全部資本直入法に

より処理し、売却原価は移動平

均法により算定)

イ 有価証券

 
 
 
―

  時価のないもの

移動平均法による原価法

ロ たな卸資産

販売用不動産及び未成工事支出金

個別法による原価法

ロ たな卸資産

販売用不動産及び未成工事支出金

  同左

商品

移動平均法による原価法

商品

  同左

(2) 重要な減価償却資産 イ 有形固定資産 イ 有形固定資産



 
  

の減価償却の方法 定率法によっております。

ただし、賃貸用建物及び平成10

年４月１日以降に取得した建物

(建物附属設備を除く。)につい

ては、定額法によっておりま

す。

主な資産の耐用年数は以下のと

おりであります。

建物及び構築物４年～27年

定率法によっております。

ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物(建物附属設備を除く。)

については、定額法によっておりま

す。

主な資産の耐用年数は以下のとおり

であります。

建物及び構築物４年～27年

ロ 無形固定資産

自社利用のソフトウェアについて

は社内における利用可能期間(５

年)に基づく定額法によっており

ます。

ロ 無形固定資産 

  同左



 
  

項目
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

(3) 重要な繰延資産の処

理方法

社債発行費及び新株発行費については

支出時に全額費用として処理しており

ます。

同左

(4) 重要な引当金の計上

基準

イ 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。

イ 貸倒引当金 

  同左

ロ 完成工事補償引当金

完成工事に係る瑕疵補償に備える

ため、過去の実績を基礎に発生見

込額を計上しております。

ロ 完成工事補償引当金 

  同左

ハ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基

づき、計上しております。

ハ 退職給付引当金 

  同左

(5) 重要なリース取引の

処理方法

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

同左

(6) その他連結財務諸表

作成のための重要な

事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。ただ

し、控除対象外消費税等について

は発生年度の期間費用として処理

しております。

消費税等の会計処理 

  同左

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用してお

ります。

同左

６ 連結調整勘定の償却に関

する事項

連結調整勘定は、発生時に一括償却し

ております。

同左

７ 利益処分項目等の取扱い

に関する事項

連結剰余金計算書は、連結会社の利益

処分について連結会計年度中に確定し

た利益処分に基づいて作成しておりま

す。

同左

８ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

手許現金、要求払預金及び取得日から

３ヶ月以内に満期日の到来する流動性

の高い、容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリスク

しか負わない短期的な投資からなって

おります。

同左



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 
  

表示方法の変更 

 
  

追加情報 

 
  

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 
 
 
            ‾

 固定資産の減損に係る会計基準 

 当連結会計年度から「固定資産の減損に係る会計基

準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成14年8月9日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指

針第6号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

(連結貸借対照表関係) 

 前連結会計年度において固定資産３．投資その他の資

産の「その他」に含めて表示していた出資金は資産総額

の100分の５を超えたため、当連結会計年度より区分掲

記することとした。なお、前連結会計年度の固定資産３

投資その他の資産の「その他」に含まれる出資金は100

千円である。

 

 

 

            ―

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ 「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法

律第９号)が平成15年３月31日に公布され、平成16

年４月１日以後に開始する連結会計年度より外形標

準課税制度が導入されたことに伴い、当連結会計年

度から「法人事業税における外形標準課税部分の損

益計算書上の表示についての実務上の取扱い」(平

成16年２月13日 企業会計基準委員会 実務対応報

告第12号)に従い法人事業税の付加価値割及び資本

割については、販売費及び一般管理費に計上してお

ります。

 この結果、販売費及び一般管理費が12百万円増加

し、営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純損

失が12百万円増加しております。

２ 平成16年５月に当社は書損処理をした手形用紙３枚

を紛失いたしました。当該手形については、平成16

年12月21日付で大阪簡易裁判所において公示催告の

申し立てを行い、公示催告期日は平成17年９月13日

と決定されました。

 

 

 
      

            ―

 
 

 
 
 

  平成16年５月に紛失した手形用紙３枚について、平

成17年９月13日付で、大阪簡易裁判所において除権

判決が下されました。



注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

  

 
  

前連結会計年度
(平成17年３月31日)

当連結会計年度
(平成18年３月31日)

 

 

※１ 担保提供資産

販売用不動産 105,964千円

   上記担保設定の原因となった債務

短期借入金 33,000千円

 
 

※１ 担保提供資産

定期預金 120,000千円

販売用不動産 198,220千円

   上記担保設定の原因となった債務

短期借入金 232,000千円

買掛金 3,505千円

※２ 発行済株式総数 普通株式 22,316千株 ※２ 発行済株式総数 普通株式    43,430,606株

※３ 自己株式の保有数

   連結会社が保有する自己株式の数

普通株式 １千株

※３ 自己株式の保有数

   連結会社が保有する自己株式の数

普通株式1,346株

※４ 当連結会計年度において、土地102,000千円につ

いて保有目的の変更により、「土地」より「販売

用不動産」に振替えております。

 

            ―



(連結損益計算書関係) 

  
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

給与手当 440,684千円

退職給付費用 28,098

広告宣伝費 141,565

減価償却費 70,648

出展費用 80,010

貸倒引当金繰入額 32,367

地代家賃 89,603

支払手数料 132,354

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

給与手当 299,197千円

退職給付費用 3,336

広告宣伝費 121,817

減価償却費 72,564

出展費用 71,800

貸倒引当金繰入額 243,572

地代家賃 85,205

支払手数料 135,421

※２ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。

建物 32,621千円

構築物 186

解体費用 3,125

工具器具備品 348

計 36,281

※２     ―

 

※３ 現物出資損失の内訳は、次のとおりであります。

建物 15,569千円

器具備品 221

土地 2,273,874

計 2,289,664

 

※３     ― 

 

 

 

 

 

※４ 拠点閉鎖損失の内訳は、次のとおりであります。

販売用不動産評価損 54,476千円

固定資産除却損 71,966

展示場解体費用 7,987

拠点備品等処分費用 14,000

事務所現状回復費用 17,500

出展料違約金 9,890

リース料違約金 26,769

事務所家賃違約金 29,614

解約返金損失 3,751

計 235,955



(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 278,111千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 ―

現金及び現金同等物 278,111

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 1,414,337千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △120,000

現金及び現金同等物 1,294,337

 ２ 重要な非資金取引の内訳

  (円建転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の

行使)

円建転換社債型新株予約権付社債の 
新株予約権の行使による資本金増加 
額

176,404千円

円建転換社債型新株予約権付社債の 
新株予約権の行使による資本準備金 
増加額

173,595千円

 ２ 重要な非資金取引の内訳

  (円建転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の

行使)

円建転換社債型新株予約権付社債の 
新株予約権の行使による資本金増加 
額

100,430千円

円建転換社債型新株予約権付社債の 
新株予約権の行使による資本準備金 
増加額

99,569千円

 

※３ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社

の資産および負債の内訳

  株式の取得により新たに株式会社ベリーケイを連結

したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並

びに株式の取得価額による収入(純額)との関係は次

のとおりであります。

流動資産 10,000千円

固定資産 102,000

少数株主持分 △10,000

株式の取得価額 102,000

土地の現物出資(非資金取引) △102,000

現金及び現金同等物 10,000

株式取得による収入 10,000



(リース取引関係) 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

工具器具備品 ソフトウェア 合計

千円 千円 千円

取得価額 
相当額

20,266 47,676 67,942

減価償却 
累計額 
相当額

17,901 38,016 55,917

期末残高 
相当額

2,364 9,660 12,024

ソフトウェア 合計

千円 千円

取得価額
相当額

21,420 21,420

減価償却
累計額 
相当額

19,635 19,635

期末残高
相当額

1,785 1,785

２ 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 10,775千円

１年超 1,892

計 12,667

２ 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 1,892千円

１年超 ―

計 1,892

３ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 14,600千円

減価償却費相当額 13,638千円

支払利息相当額 546千円

３ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 10,854千円

減価償却費相当額 10,144千円

支払利息相当額 181千円

４ 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

４ 減価償却費相当額の算定方法

同左

５ 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。

５ 利息相当額の算定方法

同左

（減損損失について） 
 リース資産に配分された減損損失はありません。 
 



(有価証券関係) 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

  

 
  

３ 時価評価されていない主な有価証券 

該当ありません。 

  

４ その他有価証券のうち満期があるものの連結決算日後における償還予定額 

該当ありません。 

  

種類

前連結会計年度(平成17年３月31日)

取得原価(千円)
連結貸借対照表
計上額(千円)

差額(千円)

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの

株式 ― ― ―

小計 ― ― ―

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの

株式 5,022 4,678 343

小計 5,022 4,678 343

合計 5,022 4,678 343

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日)

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)

20,874 1,764 ―



当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

該当ありません。 

  

  

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 
     その他有価証券の売却損益の合計額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

  

３ 時価評価されていない主な有価証券 

該当ありません。 

  

４ その他有価証券のうち満期があるものの連結決算日後における償還予定額 

該当ありません。 

  

(デリバティブ取引関係) 

デリバティブ取引関係  

前連結会計年度（自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日） 

１ 取引の状況に関する事項 

デリバティブ取引を全く行っていないため、該当事項はありません。 

２ 取引の時価等に関する事項 

デリバティブ取引を全く行っていないため、該当事項はありません。 

  

 当連結会計年度（自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日） 

１ 取引の状況に関する事項 

デリバティブ取引を全く行っていないため、該当事項はありません。 

２ 取引の時価等に関する事項 

デリバティブ取引を全く行っていないため、該当事項はありません。 

  



(退職給付関係) 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ 採用している退職給付制度の概要

(1) 適格退職年金制度

 当社及び連結子会社は勤続年数２年以上の従業員

について適格退職年金制度を採用しております。

１ 採用している退職給付制度の概要

(1) 適格退職年金制度

同左

(2) 厚生年金基金制度

 当社及び連結子会社は総合設立型厚生年金基金で

ある全国住宅分譲厚生年金基金に加入しており、厚

生年金基金への拠出金をもって当連結会計年度の退

職給付費用としております。

(2) 厚生年金基金制度

同左

 なお、掛金拠出割合により計算した、当社グルー

プの年金資産の額は204,641千円であります。

 なお、掛金拠出割合により計算した、当社グルー

プの年金資産の額は152,523千円であります。

 

２ 退職給付債務に関する事項

(平成17年３月31日現在)

退職給付債務 △44,920千円

年金資産 13,598

連結貸借対照表計上額純額 △31,322

前払年金費用 ―

退職給付引当金 △31,322

(注) 当社及び連結子会社は退職給付債務の算定に当

たり、簡便法を採用しております。

 

２ 退職給付債務に関する事項

(平成18年３月31日現在)

退職給付債務 △28,629千円

年金資産   9,342 〃

連結貸借対照表計上額純額  △19,286 〃

前払年金費用 ―

退職給付引当金 △19,286 〃

(注) 当社及び連結子会社は退職給付債務の算定に当

たり、簡便法を採用しております。

 

３ 退職給付費用に関する事項

勤務費用 26,770千円

厚生年金基金への拠出金 12,386千円

退職給付費用 39,157
 

３ 退職給付費用に関する事項

勤務費用 △5,552千円

厚生年金基金への拠出金 10,268 〃

退職給付費用 4,715 〃

   退職給付費用は総合設立型厚生年金基金であ 
    る全国住宅分譲厚生年金基金への拠出金を含 
    めており、退職給付引当金戻入額を控除して 
    おります。

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

 当社は、簡便法を採用していますので基礎率等につ

いては記載しておりません。

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

 同左



(税効果会計関係) 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

   (繰延税金資産)

貸倒引当金 11,810千円

繰越欠損金 2,765,020

その他 155,115

 小計 2,931,945

評価性引当額 △2,931,945

 合計 ―

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

   (繰延税金資産)

貸倒引当金 99,399千円

繰越欠損金 3,857,605 〃

その他 14,314 〃

小計 3,971,318 〃

評価性引当額 △3,971,318 〃

合計 ―

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

税金等調整前当期純損失のためその記載を省略して

おります。

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

同左



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

 当社グループは、木造注文住宅の建築請負業を根幹として、その付帯業務を含めた住宅関連事業

を営んでおり、単一事業であることから事業の種類別セグメント情報の開示を省略しております。

  

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

 
      (注) 1. 事業区分の方法 

           事業は、各事業内容の類似性を考慮して区分しております。 

         2. 各区分に属する主要な事業内容 

 
          3.  営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた591,377千円は配賦不能営業費用で 

             あり、その主なものは、当社の管理部門に係る費用であります。 

         4.  資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（455,549千円）は親会社での余 

           資運用資金(現金及び預金)であります。  

          5.  前連結会計年度まで事業の種類別セグメント情報の開示は省略しておりましたが、 

            「投資事業」など新規事業の開始に伴い当連結会計年度より記載しております。        

  

  

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

 在外連結子会社及び在外支店がないため、開示を行っておりません。 

  

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

 在外連結子会社及び在外支店がないため、開示を行っておりません。 

  

建設事業
不動産事
業

投資事業
その他事
業

計
消去又は全
社

連結

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円）

Ⅰ 売上高
及び営業損
益
(1) 外 部 顧
客に対する
売上高

2,412,792 545,950 5,714 ― 2,964,457 ― 2,964,457

(2) セ グ メ
ント間の内
部売上高又
は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計   2,412,792 545,950 5,714 ― 2,964,457 ― 2,964,457

営業費用 2,994,267 507,675 231,759 25,195 3,608,896 591,377 4,350,273

営業利益又
は営業損失
(△)

△581,475 38,274 △226,044 △25,195 △644,439 (591,377) △1,385,816

Ⅱ 資産、
減価償却費
及び資本的
支出

資産  896,597 591,312 1,242,771 135,378 2,866,059 337,402 3,203,462

減価償却費   71,654 910 ― ― 72,564 ― 72,564

資本的支出 5,013 2,813 ― ― 7,827 ― 7,827

事業区分         事業内容                           

建設事業 建築工事および土木工事の請負

不動産事業 不動産特定共同事業、不動産の賃貸、管理、売買

投資事業  投資事業、有価証券の売買

その他の事業 在宅介護サービス、環境事業



【海外売上高】 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

 当社グループは、海外に対する売上高がないことから、開示を行っておりません。 

  

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

 当社グループは、海外に対する売上高がないことから、開示を行っておりません。 

  

【関連当事者との取引】 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

(役員及び個人株主) 
  

 
  

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

(役員及び個人株主) 
  

 
（注）1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。 

   2. 当社役員髙橋誠の近親者が議決権の過半数を所有しております。 

   3. 取引所及び取引条件の決定方針等 

     住宅販売については、個別物件の見積額に基づき一般的取引と同様に設定しております。 

     株式の譲渡価格は直近の純資産に基づいた価格としております。 

属性 氏名 住所
資本金又 
は出資金 
(千円)

事業の内容 
又は職業

議決権等
の所有 

(被所有)割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等 
(人)

事業上
の関係

役員 髙橋 誠 ― ―
㈱アルマ 
代表取締役

なし ― ―
㈱アルマか
らの経費の
立替

6,739 未払金 2,762

役員 髙橋 誠 ― ―
㈱アルマ 
代表取締役

なし ― ―
㈱アルマか
らの資金の
借入

195,531
短期借入
金

―

属性
氏名又は会
社等の名称

住所
資本金又 
は出資金 
(千円)

事業の内容 
又は職業

議決権等
の所有 

(被所有)割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等 
(人)

事業上
の関係

役員の
近親者
が議決
権の過
半数を
所有し
ている
会社

（有）
DREAM 
CATCHER
（注2）

横浜市
港北区
大曽根
台

40,000
家具、照明
器具の輸出
入

― ― ― 住宅販売 36,500    ― ―

役員 髙橋 誠 ― ―
当社代表 
取締役社長

（被所有者）

0.1％
― ―

㈱ベリーケ
イ株式譲渡

54,850    ― ―



(１株当たり情報) 
  

 
(注) １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１株当たり純資産額 4円22銭 １株当たり純資産額 17円37銭

１株当たり当期純損失 223円54銭 １株当たり当期純損失 79円32銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、当期純損失が計上されているため記載しており

ません。

 当社は、平成16年10月１日付けで普通株式10株を１株

に株式併合を行っております。

 前期首に当該株式併合が行われたと仮定した場合にお

ける(１株当たり情報)の各数値は以下のとおりでありま

す。

１株当たり純資産額 167円16銭

１株当たり当期純損失 292円48銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、１株当たり当期純損失が計上されているため記

載しておりません。

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当期純損失(千円) 3,789,678 2,213,872

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純損失(千円) 3,789,678 2,213,872

期中平均株式数(千株) 16,952 27,910

希薄化効果を有しないため、潜在株
式調整後1株当たり当期純利益金額
の算定に含めなかった潜在株式の概
要

―

新株予約権４種類（新株予約権の数
2,262個）なお、新株予約権４種類
の概要は「第４提出会社の状況、１
株式等の状況、(2)新株予約権等の
状況」に記載のとおりであります。



(重要な後発事象) 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

１ 当社は、平成17年４月７日をもって、BAU BIO INTERNATIONAL株式会社を設立いたしました。平

成17年６月29日現在の会社の概要は以下のとおりであります。 

①事業内容        建築資材の販売並びに輸出入 

②資本金         60,000千円 

③発行済株式数      600千株 

④議決権比率       34.2％ 

⑤所在地         東京都港区赤坂一丁目11番36号 

⑥代表者         髙橋 誠 

２  当社は、株式会社無添加住宅より平成17年６月９日付け書面で代理店契約解除の通告を受けて

おります。 

  

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

   （1） 平成18年4月24日開催の取締役会の決議に基づき、平成18年5月10日に以下のとおり、第5回新株予約権を発

行いたしました。  

発行する新株予約権の総数は200個で、発行価額は新株予約権1個あたり金10,000円、第三者割当の方法によ

り、DKR Soundshore Oasis Holding Fund Ltd.に、発行総額2,000,000円を割り当てる。  

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権の行使請求により発行する数は、行

使請求に係る新株予約権の数に10,000,000円を乗じ、これを行使価額で除して得られる最大単元株式数とす

る。  

新株予約権の行使に際して払い込むべき額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とし、新株の発行価額のう

ち資本へ組み入れる額は、当該発行価額に0.5を乗じた金額とし、1円未満の端数を生じる場合はその端数を

切り上げた額とする。  

新株予約権の行使により発行する株式の発行総額は2,001,620,000円であり、行使価額が修正された場合

は、発行総額は増加または減少する。  

新株予約権の申込期日及び払込期日は平成18年5月10日であり、新株予約権の行使期間は平成18年5月10日か

ら平成20年5月10日までとする。  

新株予約権の行使により払い込まれた資金は、運転資金に充当する予定である。  

  

(2) 平成18年５月26日開催の取締役会において，平成18年６月29日開催予定の第42回定時株主総会に，下記のと

おり、資本の減少について付議することを決議いたしました。  

①資本減少の目的  

 資本減少による欠損補填を行うことにより、当社財務内容の健全化を図るものであります。   

②減少すべき資本の額  

 平成18年３月31日現在の資本の額4,911,821,639円を4,211,821,639円減少します。  

 なお、資本の欠損補填に充てる額は3,967,224,075円とし、残余額244,597,564円はその他資本 剰余金と 

  して処理します。  

③資本減少の方法  

 発行済株式総数の変更を行わず、無償で資本の額のみを減少します。  

④資本減少の日程  

 株主総会決議日     平成18年６月29日  

 債権者異議申述最終期日 平成18年７月31日（予定）  

 減資の効力発生日    平成18年８月１日（予定）  

  

(3) 平成18年５月26日開催の当社取締役会において、平成18年８月１日を効力発生日として、会社分割により、

当社の住宅事業部(事業内容：木造注文住宅・リフォーム・増改築に係る受注等)の全事業を100％子会社で

ある「千年の杜建設株式会社」に承継する会社分割契約を締結する旨の決議を行いました。これは、住宅事

業の首都圏集中による競争力の強化を図るとともに、企業グループ全体の事業の再編成・再構築により、各

事業における「競争優位の確立」に努めるためであります。  

分割の形態は分社型吸収分割であり、分割する事業部門の平成18年３月期における売上高は785百万円、営

業損失は158百万円となっております。  

承継会社である「千年の杜建設株式会社」の平成18年３月31日現在における総資産額は73百万円、純資産額

は△23百万円、従業員数は４人となっております。  

  

    (4) 平成18年４月１日以降、下記のとおり、第４回新株予約権の行使がありました。  



    ・平成18年４月24日 新株予約権の数                70個  

              発行する株式の種類及び数  普通株式 11,725,280株  

              1株当たり払込金額              59.7円  

                            合計払込金額              699,999,216円  

                            新株予約権の発行価額             700,000円  

                            増加した資本金              352,458,400円  

                            増加した資本準備金            348,240,816円  

        ・平成18年５月11日 新株予約権の数                     10個  

              発行する株式の種類及び数   普通株式 1,818,180株  

              1株当たり払込金額                55円  

              合計払込金額             99,999,900円   

                            新株予約権の発行価額               100,000円  

                            増加した資本金             51,009,040円  

                            増加した資本準備金                   49,090,860円  

        ・平成18年５月22日 新株予約権の数                     10個  

               発行する株式の種類及び数   普通株式 1,818,180株  

              1株当たり払込金額                55円  

              合計払込金額             99,999,900円  

                            新株予約権の発行価額               100,000円  

                            増加した資本金             51,009,040円  

                            増加した資本準備金                   49,090,860円  

        ・平成18年５月30日 新株予約権の数                     10個  

               発行する株式の種類及び数   普通株式 1,915,700株  

              1株当たり払込金額              52.2円  

              合計払込金額             99,999,540円  

                            新株予約権の発行価額               100,000円  

                            増加した資本金             51,823,900円  

                            増加した資本準備金                   48,275,640円  

  

    (5) 平成18年４月１日以降、下記のとおり、第４回無担保転換社債型新株予約権付社債の新株   

    予約権の行使に伴う転換がありました。  

    ・平成18年４月10日 新株予約権の数                ８個 

              転換した社債金額           200,000,000円 

              発行する株式の種類及び数   普通株式 2,945,508株  

              1株当たり払込金額              67.9円  

                            増加した資本金              100,147,272円  

                            増加した資本準備金             99,852,722円  

        ・平成18年４月24日 新株予約権の数                     12個 

              転換した社債金額           300,000,000円 

              発行する株式の種類及び数   普通株式 5,025,545株  

              1株当たり払込金額               59.7円  

                           増加した資本金            150,753,750円  



                            増加した資本準備金                  149,246,213円  

        ・平成18年５月22日 新株予約権の数                     12個 

              転換した社債金額           300,000,000円 

               発行する株式の種類及び数   普通株式 5,454,545株  

              1株当たり払込金額                55円 

                          増加した資本金            152,727,260円  

                            増加した資本準備金                  147,272,715円  

   (6) 平成18年４月20日開催の取締役会決議により、第３回新株予約権650個について、平成18年  

    ５月８日付をもって、これを無償にて消却いたしました。 

  



⑤ 【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

  

 
(注)１ （  ）内書は、1年以内の償還予定額であります。 

  ２ 新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。 

 
(注) 1 当初の転換価額は81円とする。ただし、転換価額は修正または調整されることがある。 

(注) 2 本新株予約権付社債の社債権者が本新株予約権を行使したときは本社債の全額の償還に代えて当該新株予約

権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込とする請求があったものとみなす。 

(注) 3 本社債と分離して譲渡することができない。 

  

   ３ 連結決算日後５年以内における１年ごとの償還予定額の総額 

 
  

【借入金等明細表】 

  

 
(注)  平均利率については、期末の借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。 

会社名 銘柄 発行年月日
前期末残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率（％） 担保 償還期限

㈱千年の杜
第4回円建無担保転
換社債型新株予約
権付社債

平成18年3月10日 ― 800,000 0.0 なし
平成20年3月
7日

㈱ベリーケイ 第1回無担保社債 平成16年12月7日 16,000
16,000
(16,000)

5.0 なし
平成18年6月
30日

㈱ベリーケイ 第2回無担保社債 平成17年11月30日 ― 5,000 5.0 なし
平成19年11
月30日

㈱ベリーケイ 第3回無担保社債 平成18年1月30日 ―
30,000
(30,000)

5.0 なし
平成18年5月
31日

合計 ― ― 16,000
851,000
(46,000)

― ― ―

銘  柄
発行すべ
き株式の
内容

新 株
予 約
権 の
発 行
価額

株式の発
行価格 
(円)

発行価額
の総額 
（千円)

新株予約権
の行使によ
り発行した
株式の発行
価額の総額 
（千円）

新株予
約権の
付与割
合

新株予約
権の行使
期間

代用払
込に関
する事
項

新株予
約権の
譲渡に
関する
事項

第４回
 

普通株式
無償

転換価額
(注)1

1,000,000 199,999 100％

自 平 成
18 年 3 月
10日 
至 平 成
20年3月7
日

(注)2 (注)3

１年以内 
(千円)

１年超２年以内 
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千円)

46,000 805,000 ― ― ―

区分
前期末残高 
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 33,000 577,652 3.33 ―

１年以内に返済予定の長期借入金 ― ― ― ―

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く。)

― ― ― ―

その他の有利子負債 ― ― ― ―

合計 33,000 577,652 ― ―



(2) 【その他】 

平成17年3月に、当社の業務縮小に伴い人員整理を行なった後、元当社従業員2名により解雇を不服と

して平成17年6月大阪地方裁判所に損害賠償請求の訴えが提起され、現在審理中であります。（当社に

対する損害賠償請求金額は122百万円であります） 

  



２ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 
  

 

前事業年度
(平成17年３月31日)

当事業年度 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

（資産の部)

Ⅰ 流動資産

   現金及び預金 ※１ 233,775 763,056

   完成工事未収入金 51,921 ―

   販売用不動産 ※１ 235,834 220,640

   未成工事支出金 257,981 127,634

   前渡金 11,867 ―

   前払費用 9,159 8,682

   未収消費税等 23,603 34,081

   短期貸付金 ※６ 77,450 1,434,672

   その他 3,150 13,434

   貸倒引当金 △3,355 △224,658

  流動資産合計 901,389 68.4 2,377,543 88.9

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

   建物 310,980 118,155

    減価償却累計額 113,569 197,411 47,901 70,254

   構築物 628

    減価償却累計額 532 95 ― ―

   車両運搬具 340

    減価償却累計額 244 95 ― ―

   工具器具備品 130,970 8,605

    減価償却累計額 119,373 11,596 3,982 4,623

   有形固定資産合計 209,199 15.9 74,877 2.8

 ２ 無形固定資産

   ソフトウェア 1,994 2,828

   電話加入権 5,735 373

   無形固定資産合計 7,729 0.6 3,201 0.1

 ３ 投資その他の資産

   関係会社株式 147,000 87,500

   出資金 100 100

   長期貸付金 10,689 17,675

   破産債権等 51,654 51,654

   長期前払費用 7,637 84,222

   差入保証金 37,940 37,937

   その他 870 1,370

   貸倒引当金 △56,998 △60,491

   投資その他の資産合計 198,893 15.1 219,967 8.2

  固定資産合計 415,821 31.6 298,046 11.1

  資産合計 1,317,210 100.0 2,675,589 100.0



 
  

前事業年度
(平成17年３月31日)

当事業年度 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

（負債の部)

Ⅰ 流動負債

   支払手形 156,313 74,606

   工事未払金 ※６ 325,029 151,906

   短期借入金 ※１ ― 232,000

   未払金 44,187 65,176

   未払費用 20,339 117,487

   未払法人税等 24,892 22,436

   未成工事受入金 470,832 142,623

   預り金 33,668 24,343

   完成工事補償引当金 10,500 16,500

  流動負債合計 1,085,763 82.4 847,079 31.7

Ⅱ 固定負債

   新株予約権付社債 ― 800,000

   退職給付引当金 31,322 19,286

   預り保証金 91,743 60,969

   新株予約権 ― 8,300

  固定負債合計 123,066 9.4 888,555 33.2

  負債合計 1,208,829 91.8 1,735,634 64.9

（資本の部)

Ⅰ 資本金 ※３ 3,474,010 263.7 4,911,821 183.6

Ⅱ 資本剰余金

 １ 資本準備金 2,367,370 1,435,889

  資本剰余金合計 2,367,370 179.7 1,435,889 53.7

Ⅲ 利益剰余金

 １ 当期未処理損失 5,728,376 5,403,113

  利益剰余金合計 △5,728,376 △434.9 △5,403,113 △201.9

Ⅳ その他有価証券評価差額金 ― ―

Ⅴ 自己株式 ※４ △4,623 △0.3 △4,642 △0.2

  資本合計 108,380 8.2 939,955 35.1

  負債・資本合計 1,317,210 100.0 2,675,589 100.0



② 【損益計算書】 

  

 
  

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高

   完成工事高 2,448,600 2,148,344

   販売用不動産売上高 63,100 165,315

   その他売上高 ― 2,511,700 100.0 12,396 2,326,055 100.0

Ⅱ 売上原価

   完成工事原価 2,327,820 1,966,396

   販売用不動産売上原価 65,340 155,959

   その他売上原価 ― 2,393,161 95.3 3,491 2,125,846 91.4

  売上総利益

   完成工事総利益 120,780 181,948

   販売用不動産総利益 △2,240 9,356

   その他売上総利益 ― 118,538 4.7 8,904 200,209 8.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費

   広告宣伝費 140,354 115,481

   出展費用 80,010 71,800

   支払手数料 117,384 112,353

   役員報酬 37,800 46,460

   従業員給与手当 429,640 249,150

   退職給付費用 28,098 3,336

   法定福利費 31,627 29,452

   福利厚生費 3,650 4,702

   社員募集費 2,764 1,105

   社員研修費 5,413 169

   旅費交通費 47,722 28,638

   通信費 33,943 23,128

   水道光熱費 11,198 10,616

   交際費 10,094 4,636

   図書印刷費 16,324 30,470

   車両費 22,057 20,168

   消耗品費 31,198 13,990

   地代家賃 87,830 75,265

   減価償却費 70,264 71,418

   リース料 20,160 28,713



 
  

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

   租税公課 60,472 65,879

   保険料 7,562 5,140

   雑費 139,989 119,134

   貸倒引当金繰入額 32,367 1,467,930 58.4 224,795 1,356,007 58.3

  営業損失 1,349,391 △53.7 1,155,797 △49.7

Ⅳ 営業外収益

   受取利息 ※５ 512 12,942

   解約精算金 71 ―

   雑収入 22,583 23,167 0.9 9,415 22,358 0.9

Ⅴ 営業外費用

   支払利息 1,940 2,094

   社債発行費償却 21,687 150,000

   新株発行費償却 45,148 466,357

   雑損失 41,426 110,202 4.4 38,437 656,889 28.2

   経常損失 1,436,425 △57.2 1,790,328 △77.0

Ⅵ 特別利益

   過年度損益修正益 ※１ ― 52,596

   関係会社株式売却益 ― ― ― 4,850 57,446 2.5

Ⅶ 特別損失

   固定資産除却損 ※２ 36,165 ―

   現物出資損失 ※３ 2,289,664 ―

   関係会社株式評価損 ― 60,000

   拠点閉鎖損失 ※４ ― 2,325,830 92.6 235,955 295,955 12.7

  税引前当期純損失 3,762,256 △149.8 2,028,838 △87.2

  法人税、住民税及び事業税 12,596 13,268

  法人税等調整額 ― 12,596 0.5 ― 13,268 0.6

  当期純損失 3,774,852 △150.3 2,042,106 △87.8

  前期繰越損失 1,953,524 3,361,006

  当期未処理損失 5,728,376 5,403,113



完成工事原価報告書 

  

 
(注) １ 原価計算の方法は、工事ごとの実際原価による個別原価計算によっております。 

２ 経費に含まれる完成工事補償引当金繰入額は、前事業年度△4,300千円、当事業年度6,000千円であります。

  

販売用不動産売上原価報告書 

  

 
(注) 原価計算の方法は、区画ごとの実際原価による個別原価計算によっております。 

  

  

  

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比 
(％)

材料費 772,592 33.2 266,184 13.5

外注加工費 1,237,892 53.2 1,456,902 74.1

経費 317,335 13.6 243,309 12.4

(うち人件費) (126,866) (5.4) (169,158) (8.6)

合計 2,327,820 100.0 1,966,396 100.0

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比 
(％)

土地取得費 33,110 50.7 117,164 75.1

建物取得費 28,571 43.7 31,889 20.5

諸経費 3,659 5.6 6,904 4.4

合計 65,340 100.0 155,959 100.0



③ 【損失処理計算書】 

  

 
  

前事業年度
（株主総会承認日） 
(平成17年６月29日)

当事業年度 
（株主総会承認日） 
(平成18年６月29日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円)

（当期未処理損失の処理）

Ⅰ 当期未処理損失 5,728,376 5,403,113

Ⅱ 損失処理額

  資本準備金取崩額 2,367,370 2,367,370 1,435,889 1,435,889

Ⅲ 次期繰越損失 3,361,006 3,967,224

  （その他資本剰余金の処分）

Ⅰ その他資本剰余金 2,367,370 1,435,889

Ⅱ その他資本剰余金処分額

  1.利益剰余金への振替額 2,367,370 2,367,370 1,435,889 1,435,889

Ⅲ その他資本剰余金次期繰越額 ― ―



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

  

 
  

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 当社は、当事業年度中、３度にわたり約15億円のファ

イナンスを行った結果、資本金は3,474,010千円、資本

準備金2,367,370千円となり、大幅な資本増強を図りま

した。しかしながら主力の注文住宅の受注低迷により、

売上高は2,511,700千円と前事業年度4,691,264千円に比

べ大幅に減少し、前事業年度875,603千円、当事業年度

1,349,391千円と連続して大幅な営業損失を計上いたし

ました。それに伴い、営業活動によるキャッシュ・フロ

ーも前事業年度1,479,072千円、当事業年度1,508,280千

円と連続して大幅なマイナスとなり、恒常的な資金不足

に陥っております。さらに、余剰人員の削減等の事業改

革、不採算事業の整理、現物出資による含み損の実現等

を行った結果、当期純損失は3,774,852千円となり、当

期未処理損失は5,728,376千円となりました。この結

果、期末日現在の自己資本は108,380千円となり、今後

の経営計画の達成状況及び追加資金調達の状況によって

は債務超過に陥る可能性もあり、継続企業の前提に関す

る重要な疑義が存在しております。

 当社は、大都市圏での受注増加を図るため、各拠点の

統廃合を行い大阪本社と東京本社の２本社体制を採用

し、無添加住宅を市場に本格投入すべく横浜と箕面に展

示場を新設オープンしました。また、これまでのイメー

ジを刷新すべく平成16年10月１日付で商号を「キーイン

グホーム株式会社」から「株式会社千年の杜」に変更い

たしました。今後は無添加住宅事業で得られたノウハウ

を駆使し、さらに原材料を自社で調達することにより価

格を低く抑えた、新たなブランド「バウビオホーム」を

本格展開してまいります。さらに、この「バウビオホー

ム」を全国に普及すべく全国の工務店とパートナーシッ

プ契約を結び、バウビオホームの原材料の供給を行って

いくための新会社「BAU BIO INTERNATIONAL株式会社」

を４月に立ち上げました。２年間に及ぶリストラもよう

やく終結し、当初200名以上いた社員と赤字拠点の整理

統合を実施し、固定費を大幅に削減することができまし

た。

 次期以降につきましては、首都圏の営業の基幹拠点と

して平成16年に開設しました横浜支店もようやく軌道に

のり、売上を順調に伸ばすことができると予想しており

ます。 

 さらにリストラの効果も期待できますことから、黒字

転換を目指す所存でございます。 

 財務諸表は、注文住宅事業が軌道にのり、経営計画が

達成可能という前提のもと、継続企業を前提として作成

されており、このような重要な疑義の影響を財務諸表に

は反映しておりません。

 当社は、当事業年度中、４度のファイナンスを行いま

して、資本金は4,911,821千円、資本準備金は1,435,889

千円となり、大幅な資本増強を図りました。しかしなが

ら主力の注文住宅の受注低迷により、売上高は

2,326,055千円と前事業年度2,511,700千円に比べ減少

し、前事業年度1,349,391千円、当事業年度1,155,797千

円と連続して大幅な営業損失を計上いたしました。それ

に伴い、営業活動によるキャッシュ・フローも連続して

大幅なマイナスとなり、恒常的な資金不足に陥っており

ます。さらに余剰人員の削減等の事業改革、不採算拠点

の整理による拠点閉鎖費用の計上を行った結果、当期純

損失は、2,042,106千円、当期未処理損失は5,403,113千

円となりました。この結果、期末日現在の自己資本は

939,955千円となり、今後の経営計画の達成及び追加資

金調達の状況によっては債務超過に陥る可能性もあり、

継続企業の前提に関する重要な疑義が発生しておりま

す。

 当社は、住宅関連事業におきまして経営資源を横浜を

中心とする市場成長性の高い首都圏に集中する為、名古

屋以西の拠点を全て廃止し、廃止する拠点のアフターサ

ービスに関しましては関係会社である千年の杜サービス

株式会社に業務を移行し、営業戦略としては横浜支店を

中核に首都圏市場を開拓していく方針をかため、大幅な

人員の削減を断行いたしました。これによる来期の固定

費を年間約６億円削減できると見込んでおります。今後

は廃止拠点の地方市場では地場の工務店、ゼネコンとの

パートナーシップを結び、輸入商社バウビオインターナ

ショナルによる直輸入の自然素材の提供による「バウビ

オホーム」の間接的な受注増をめざし、グループ全体の

売上に寄与していく方針です。 

 財務諸表は、注文住宅事業が軌道に乗り、経営計画が

達成可能という前提のもと、継続企業を前提として作成

されており、このような重要な疑義の影響を財務諸表に

は反映しておりません。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



重要な会計方針 

  

 
  

項目
前事業年度

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ 有価証券の評価基準及び 

  評価方法

子会社株式 

 移動平均法による原価法 

その他有価証券 

 時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価

法(評価差額は全部資本直入法に

より処理し、売却原価は移動平均

法により算定)

子会社株式 

 移動平均法による原価法 

 

      

 時価のないもの 

  移動平均法による原価法

 

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

販売用不動産及び未成工事支出金 

 個別法による原価法

販売用不動産及び未成工事支出金 

 個別法による原価法

商品 

 移動平均法による原価法

３ 固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

定率法

ただし、賃貸用建物及び平成10年

４月１日以降に取得した建物(建

物附属設備を除く。)について

は、定額法によっております。

主な資産の耐用年数は以下のとお

りであります。

 建物 ４年～27年

(1) 有形固定資産

定率法

ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物(建物附属設備を除

く。)については、定額法によっ

ております。

主な資産の耐用年数は以下のとお

りであります。

 建物 ４年～27年

(2) 無形固定資産

自社利用のソフトウェアについて

は社内における利用可能期間(５

年)に基づく定額法によっており

ます。

(2) 無形固定資産 

  同左

４ 繰延資産の処理方法 社債発行費及び新株発行費については

支出時に全額費用として処理しており

ます。

  同左

５ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。

(1) 貸倒引当金 

  同左

(2) 完成工事補償引当金

完成工事に係る瑕疵補償に備える

ため、過去の実績を基礎に発生見

込額を計上しております。

(2) 完成工事補償引当金 

  同左

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、計上

しております。

(3) 退職給付引当金 

  同左



 
  

会計処理の変更 

 
  

項目
前事業年度

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

６ リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

同左

７ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の処理方法

税抜方式によっております。

ただし、控除対象外消費税等につ

いては発生年度の期間費用として

処理しています。

消費税等の処理方法 

  同左

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 固定資産の減損に係る会計基準 

 当事業年度から「固定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年8月9日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準

委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6

号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。



追加情報 

  

 
  

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ 「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法

律第９号)が平成15年3月31日に公布され、平成16年

４月１日以後に開始する連結会計事業年度より外形

標準課税制度が導入されたことに伴い、当連結会計

事業年度から「法人事業税における外形標準課税部

分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱

い」(平成16年２月13日 企業会計基準委員会 実

務対応報告第12号)に従い法人事業税の付加価値割

及び資本割については、販売費及び一般管理費に計

上しております。

 この結果、販売費及び一般管理費が12百万円増加

し、営業損失、経常損失及び税引前当期純損失が12

百万円増加しております。

２ 平成16年５月に当社は書損処理をした手形用紙３枚

を紛失いたしました。当該手形については、平成16

年12月21日付で大阪簡易裁判所において公示催告の

申し立てを行い、公示催告期日は平成17年９月13日

と決定されました。

平成16年5月に紛失した手形用紙3枚について、平成17年

9月13日付で、大阪簡易裁判所において除権判決が下さ

れました。



注記事項 

(貸借対照表関係) 

  

 
  

前事業年度 
(平成17年３月31日)

当事業年度
(平成18年３月31日)

 

 ※１   ― 
 
 
 
 
 
 

 ２ 資本の欠損の額 5,733,000千円
 

 ※１ 担保提供資産

    定期預金             100,000千円

    販売用不動産           198,220千円

    上記担保設定の原因となった債務

  短期借入金            232,000千円

 ２ 資本の欠損の額 5,407,755千円

 

※３ 会社が発行する株式の総数 普通株式 55,920千株

   発行済株式総数 普通株式 22,316千株

平成16年６月21日開催の定時株主総会において、

定款の一部変更が行われ、会社が発行する株式の

総数は同年10月より158,280千株減少し、55,920

千株となっております。

 

※３ 会社が発行する株式の総数 普通株式112,760,000株

   発行済株式総数 普通株式 43,430,606株

※４ 自己株式の保有数

   当社が保有する自己株式の数

普通株式 １千株

※４ 自己株式の保有数

   当社が保有する自己株式の数

普通株式  1,346株

 

 ５ 当事業年度開始の日前２年以内に行った資本準備

金等による欠損填補

平成15年６月27日開催の定時株主総会において下

記の欠損填補を行っております。

資本準備金 826,673千円

利益準備金 22,700千円
 

 ５ 当事業年度開始の日前２年以内に行った資本準備

金等による欠損填補

平成15年６月27日開催の定時株主総会において下

記の欠損填補を行っております。

資本準備金 826,673千円

利益準備金 22,700千円

※６ 関係会社項目

関係会社に対する資産及び負債には次のものがあ

ります。

短期貸付金 77,450千円

工事未払金 62,354千円

※６ 関係会社項目

関係会社に対する資産及び負債には次のものがあ

ります。

短期貸付金 904,672千円

工事未払金 76,126千円



(損益計算書関係) 

  

 
  

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

※１       ―

 

※１ 過年度損益修正益の内訳は、次のとおりでありま

す。

過年度工事原価修正 44,987千円

過年度売上修正 2,558

過年度販売費及び一般管
理費修正

5,050

計 52,596

※２ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。

建物 32,621千円

構築物 186

解体費用 3,125

工具器具備品 232

計 36,165

※２     ―

 
  
 
 
 
 
         

 

※３ 現物出資損失の内訳は次のとおりであります。

建物 15,569千円

器具備品 221

土地 2,273,874

計 2,289,664

※３     ―

※４     ―

 

 

※４ 拠点閉鎖損失の内訳は、次のとおりであります。

販売用不動産評価損 54,476千円

固定資産除却損 71,966

展示場解体費用 7,987

拠点備品等処分費用 14,000

事務所現状回復費用 17,500

出展料違約金 9,890

リース料違約金 26,769

事務所家賃違約金 29,614

解約返金損失 3,751

計 235,955

※５ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。

関係会社からの受取利息 7,025千円



(リース取引関係) 

  

 
  

(有価証券関係) 

前事業年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

子会社株式で時価のあるものはありません。 

  

当事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

子会社株式で時価のあるものはありません。 

  

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

工具器具備品 ソフトウェア 合計

千円 千円 千円

取得価額 
相当額

20,266 47,676 67,942

減価償却 
累計額 
相当額

17,901 38,016 55,917

期末残高 
相当額

2,364 9,660 12,024

ソフトウェア 合計

千円 千円

取得価額
相当額

21,420 21,420

減価償却
累計額 
相当額

19,635 19,635

期末残高
相当額

1,785 1,785

２ 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 10,775千円

１年超 1,892

計 12,667

２ 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 1,892千円

１年超 ―

計 1,892

３ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 14,600千円

減価償却費相当額 13,638千円

支払利息相当額 546千円

３ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 10,854千円

減価償却費相当額 10,144千円

支払利息相当額 181千円

４ 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

４ 減価償却費相当額の算定方法

同左

５ 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。

５ 利息相当額の算定方法

同左 

 

（減損損失について）

  リース資産に配分された減損損失はありません。 

 



(税効果会計関係) 

  

 
  

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

   (繰延税金資産)

貸倒引当金 11,810千円

繰越欠損金 2,713,527

資産評価損 113,861

その他 40,145

 小計 2,879,343

評価性引当額 △2,879,343

 合計 ―

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

   (繰延税金資産)

貸倒引当金 92,697千円

繰越欠損金 3,627,144

資産評価損 36,154

その他 14,314

小計 3,770,309

評価性引当額 △3,770,309

合計 ―

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税率の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

税引前当期純損失のためその記載を省略しておりま

す。

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税率の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

  同左



(１株当たり情報) 

  

 
(注) １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
  

  

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１株当たり純資産額 4円86銭 １株当たり純資産額 21円64銭

１株当たり当期純損失 222円67銭 １株当たり当期純損失 73円17銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、当期純損失が計上されているため記載しており

ません。

 当社は、平成16年10月１日付けで普通株式10株を１株

に株式併合を行っております。

 前期首に当該株式併合が行われたと仮定した場合にお

ける前事業年度における(１株当たり情報)の各数値は以

下のとおりであります。

１株当たり純資産額 167円09銭

１株当たり当期純損失 291円97銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、１株当たり当期純損失が計上されているため記

載しておりません。

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当期純損失(千円) 3,774,852 2,042,106

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純損失(千円) 3,774,852 2,042,106

期中平均株式数(千株) 16,952 27,910

希薄化効果を有しないため、潜在株
式調整後1株辺り当期純利益の算定
に含まれなかった潜在株式の概要

―

新株予約権４種類（新株予約権の数
2,262個）なお、新株予約権４種類の
概要は「第４提出会社の状況、１株
式等の状況、(2)新株予約権等の状
況」に記載のとおりであります。



(重要な後発事象) 

前事業年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

１ 当社は、平成17年４月７日をもって、BAU BIO INTERNATIONAL株式会社を設立いたしました。平

成17年６月29日現在の会社の概要は以下のとおりであります。 

①事業内容        建築資材の販売並びに輸出入 

②資本金         60,000千円 

③発行済株式数      600千株 

④議決権比率       34.2％ 

⑤所在地         東京都港区赤坂一丁目11番36号 

⑥代表者         髙橋 誠 

２  当社は、株式会社無添加住宅より平成17年６月９日付け書面で代理店契約解除の通告を受けて

おります。 

  

当事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

   （1） 平成18年4月24日開催の取締役会の決議に基づき、平成18年5月10日に以下のとおり、第5回新株予約権を発

行いたしました。  

発行する新株予約権の総数は200個で、発行価額は新株予約権1個あたり金10,000円、第三者割当の方法によ

り、DKR Soundshore Oasis Holding Fund Ltd.に、発行総額2,000,000円を割り当てる。  

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権の行使請求により発行する数は、行

使請求に係る新株予約権の数に10,000,000円を乗じ、これを行使価額で除して得られる最大単元株式数とす

る。  

新株予約権の行使に際して払い込むべき額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とし、新株の発行価額のう

ち資本へ組み入れる額は、当該発行価額に0.5を乗じた金額とし、1円未満の端数を生じる場合はその端数を

切り上げた額とする。  

新株予約権の行使により発行する株式の発行総額は2,001,620,000円であり、行使価額が修正された場合

は、発行総額は増加または減少する。  

新株予約権の申込期日及び払込期日は平成18年5月10日であり、新株予約権の行使期間は平成18年5月10日か

ら平成20年5月10日までとする。  

新株予約権の行使により払い込まれた資金は、運転資金に充当する予定である。  

  

(2) 平成18年５月26日開催の取締役会において，平成18年６月29日開催予定の第42回定時株主総会に，下記のと

おり、資本の減少について付議することを決議いたしました。  

①資本減少の目的  

 資本減少による欠損補填を行うことにより、当社財務内容の健全化を図るものであります。   

②減少すべき資本の額  

 平成18年３月31日現在の資本の額4,911,821,639円を4,211,821,639円減少します。  

 なお、資本の欠損補填に充てる額は3,967,224,075円とし、残余額244,597,564円はその他資本 剰余金と 

  して処理します。  

③資本減少の方法  

 発行済株式総数の変更を行わず、無償で資本の額のみを減少します。  

④資本減少の日程  

 株主総会決議日     平成18年６月29日  

 債権者申述最終期日   平成18年７月31日（予定） 

 減資の効力発生日    平成18年８月１日（予定）  

  

(3) 平成18年５月26日開催の当社取締役会において、平成18年８月１日を効力発生日として、会社分割により、

当社の住宅事業部(事業内容：木造注文住宅・リフォーム・増改築に係る受注等)の全事業を100％子会社で

ある「千年の杜建設株式会社」に承継する会社分割契約を締結する旨の決議を行いました。これは、住宅事

業の首都圏集中による競争力の強化を図るとともに、企業グループ全体の事業の再編成・再構築により、各

事業における「競争優位の確立」に努めるためであります。  

分割の形態は分社型吸収分割であり、分割する事業部門の平成18年３月期における売上高は785百万円、営

業損失は158百万円となっております。  

承継会社である「千年の杜建設株式会社」の平成18年３月31日現在における総資産額は73百万円、純資産額

は△23百万円、従業員数は４人となっております。  

  

    (4) 平成18年４月１日以降、下記のとおり、第４回新株予約権の行使がありました。  



    ・平成18年４月24日 新株予約権の数                70個  

              発行する株式の種類及び数  普通株式 11,725,280株  

              1株当たり払込金額              59.7円  

                            合計払込金額              699,999,216円  

                            新株予約権の発行価額             700,000円  

                            増加した資本金              352,458,400円  

                            増加した資本準備金            348,240,816円  

        ・平成18年５月11日 新株予約権の数                     10個  

              発行する株式の種類及び数   普通株式 1,818,180株  

              1株当たり払込金額                55円  

              合計払込金額             99,999,900円   

                            新株予約権の発行価額               100,000円  

                            増加した資本金             51,009,040円  

                            増加した資本準備金                   49,090,860円  

        ・平成18年５月22日 新株予約権の数                     10個  

               発行する株式の種類及び数   普通株式 1,818,180株  

              1株当たり払込金額                55円  

              合計払込金額             99,999,900円  

                            新株予約権の発行価額               100,000円  

                            増加した資本金             51,009,040円  

                            増加した資本準備金                   49,090,860円  

        ・平成18年５月30日 新株予約権の数                     10個  

               発行する株式の種類及び数   普通株式 1,915,700株  

              1株当たり払込金額              52.2円  

              合計払込金額             99,999,540円  

                            新株予約権の発行価額               100,000円  

                            増加した資本金             51,823,900円  

                            増加した資本準備金                   48,275,640円  

  

    (5) 平成18年４月１日以降、下記のとおり、第４回無担保転換社債型新株予約権付社債の新株   

    予約権の行使に伴う転換がありました。  

    ・平成18年４月10日 新株予約権の数                ８個 

              転換した社債金額           200,000,000円 

              発行する株式の種類及び数   普通株式 2,945,508株  

              1株当たり払込金額              67.9円  

                            増加した資本金              100,147,272円  

                            増加した資本準備金             99,852,722円  

        ・平成18年４月24日 新株予約権の数                     12個 

              転換した社債金額           300,000,000円 

              発行する株式の種類及び数   普通株式 5,025,545株  

              1株当たり払込金額               59.7円  

                           増加した資本金            150,753,750円  



                            増加した資本準備金                  149,246,213円  

        ・平成18年５月22日 新株予約権の数                     12個 

              転換した社債金額           300,000,000円 

               発行する株式の種類及び数   普通株式 5,454,545株  

              1株当たり払込金額                55円 

                          増加した資本金            152,727,260円  

                            増加した資本準備金                  147,272,715円  

   (6) 平成18年４月20日開催の取締役会決議により、第３回新株予約権650個について、平成18年  

    ５月８日付をもって、これを無償にて消却いたしました。 

  



④ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

残高がないため、記載を省略しております。 

  

【有形固定資産等明細表】 

  

 
(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。 

 
(注) 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。 

 
  

資産の種類
前期末残高 
(千円)

当期増加額 
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額 
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 建物 310,980 ― 192,824 118,155 47,901 65,453 70,254

 構築物 628 ― 628 ― ― 19 ―

 車両運搬具 340 ― 340 ― ― 41 ―

 工具器具備品 130,970 2,943 125,308 8,605 3,982 5,305 4,623

 土地 ― ― ― ― ― ― ―

 建設仮勘定 ― ― ― ― ― ― ―

有形固定資産計 442,919 2,943 319,100 126,760 51,883 70,820 74,877

無形固定資産

 ソフトウェア 6,174 1,432 ― 7,606 4,777 597 2,828

 電話加入権 5,735 ― 5,361 373 ― ― 373

無形固定資産計 11,909 1,432 5,361 7,979 4,777 597 3,201

長期前払費用 16,422 100,915 ― 117,337 33,114 24,330 84,222

繰延資産

― ― ― ― ― ― ―

繰延資産計 ― ― ― ― ― ― ―

長期前払費用 権利金による増加 100,000千円

建物 拠点閉鎖損失による減少 192,824千円

構築物 拠点閉鎖損失による減少 628千円

車両運搬具 拠点閉鎖損失による減少 340千円

工具器具備品 拠点閉鎖損失による減少 124,554千円

電話加入権 拠点閉鎖損失による減少 5,361千円



【資本金等明細表】 

  

 
(注) １ 発行済株式数、資本金及び資本準備金の当期増加及び減少は以下によるものであります。 

  

  ①第三者割当増資 

平成17年8月：発行済株式は、1,875,000株、資本金及び資本準備金はそれぞれ150,000千円増加しました。 

②第３回新株予約権 

平成17年9月 ：発行済株式は、4,000,000株、資本金及び資本準備金はそれぞれ322,000千円増加しました。 

平成17年11月：発行済株式は、2,000,000株、資本金及び資本準備金はそれぞれ161,000千円増加しました。 

平成17年12月：発行済株式は、1,700,000株、資本金及び資本準備金はそれぞれ136,850千円増加しました。 

平成18年1月 ：発行済株式は、5,800,000株、資本金及び資本準備金はそれぞれ466,900千円増加しました。

③第４回円建転換社債型新株予約権付社債の株式転換 

平成18年３月：円建転換社債型新株予約権付社債の株式転換があり、発行済株式は、2,869,440株、資本金

は100,430千円、資本準備金は99,569千円増加しております。 

④第４回新株予約権 

平成18年3月：発行済株式は、2,869,440株、資本金は100,630千円、資本準備金は99,569千円増加しまし

た。 

  

２ 資本準備金の当期減少は、欠損填補のための取崩しによるものであります。 

３ 当期末における自己株式は1,346株であります。 

  

【引当金明細表】 

  

 
(注) 貸倒引当金および完成工事補償引当金の当期減少額(その他)は、洗替えによるものであります。 

  

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

資本金 (千円) 3,474,010 1,437,810 ― 4,911,821

資本金のうち 
既発行株式

普通株式(注)１，２ (株) (22,316,726) (21,113,880) ― (43,430,606)

普通株式(注)１ (千円) 3,474,010 1,437,810 ― 4,911,821

計 (株) (22,316,726) (21,113,880) ― (43,430,606)

計 (千円) 3,474,010 1,437,810 ― 4,911,821

資本準備金及び 
その他資本剰余金

(資本準備金)

株式払込剰余金 
(注)１

(千円) 2,367,370 1,435,889 2,367,370 1,435,889

計 (千円) 2,367,370 1,435,889 2,367,370 1,435,889

利益準備金及び 
任意積立金

(利益準備金) (千円) ― ― ― ―

(任意積立金)

別途積立金 (千円) ― ― ― ―

計 (千円) ― ― ― ―

区分
前期末残高 
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用) 
(千円)

当期減少額
(その他) 
(千円)

当期末残高 
(千円)

貸倒引当金 60,354 285,150 ― 60,354 285,150

完成工事補償引当金 10,500 16,500 ― 10,500 16,500



(2) 【主な資産及び負債の内容】 

① 資産の部 

１）現金及び預金 

  

 
  

２）完成工事未収入金 

 該当事項はありません。 

  
３）販売用不動産 

  

区分 金額(千円)

現金 1,011

預金の種類 

 当座預金 249

普通預金 461,795

別段預金 199,999

定期預金 100,000

小計 762,044

合計 763,056

区分 面積（㎡） 金額(千円)

関東地区 355.5 198,220

東海地区 203.07 11,620

四国地区 408.78 10,800

合計 967.35 220,640



４）未成工事支出金 
  

 
  

５）短期貸付金 
  

 
  

６）関係会社株式 

  

 
  

② 負債の部 

１）支払手形 

(イ)相手先別内訳 

  

 
  

材料費(千円) 労務費(千円) 外注費(千円) 経費(千円) 計(千円)

22,187 12,786 90,219 2,440 127,634

相手先 金額(千円)

千年の杜建設㈱ 29,335

ＢＡＵ ＢＩＯ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ㈱ 50,706

ＭＩＬＬＥＮＮＩＵＭ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ㈱ 824,630

㈱ＦＧＦ 300,000

㈲カツ・プランニング 200,000

㈱九州ネクサス 30,000

合計 1,434,672

相手先 金額(千円)

ＭＩＬＬＥＮＮＩＵＭ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ㈱ 30,000

ＢＡＵ ＢＩＯ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ㈱ 5,500

㈱ベリーケイ 52,000

合計 87,500

相手先 金額(千円)

㈱藤野材木店 12,392

㈱ジューキット 6,604

住広アルミ販売㈱ 3,140

大日本木材防腐㈱ 3,138

喜田木材㈱ 2,942

その他 46,390

合計 74,606



(ロ)期日別内訳 

  

 
  

２）工事未払金 

  

 
  

３）未成工事受入金 

  

 
  

４）短期借入金 

 
  

５）社債 

 
  

期日別 金額(千円)

平成18年４月 29,303

     ５月 21,752

     ６月 13,716

     ７月 9,835

合計 74,606

相手先 金額(千円)

千年の杜建設㈱ 63,330

ＢＡＵ ＢＩＯ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ㈱ 12,796

㈱無添加住宅 7,063

㈱田中建工 5,071

グリーンハウス販売 4,347

その他 59,298

合計 151,906

前期末残高(千円) 当期受入額(千円)
完成工事高への振替額

(千円)
当期末残高(千円)

470,832 1,881,406 2,209,615 142,623

相手先 金額(千円)

㈱りそな銀行 132,000

㈱東京都民銀行 100,000

合計 232,000

相手先 金額(千円)

第４回円建無担保転換社債型新株予約権付社債 800,000

合計 800,000



５）預り保証金 

  

 
  

(3) 【その他】 

平成17年３月に、当社の業務縮小に伴い人員整理を行った後、元当社従業員２名により解雇を不服と

して平成17年６月大阪地方裁判所に損害賠償請求の訴えが提起され、現在審理中であります。（当社に

対する損害賠償請求金額は122百万円であります） 

  

相手先 金額(千円)

さんもく工業㈱ 1,000

㈱正岡 1,000

宝建設㈱ 1,000

㈱トーソー 1,000

山本建築 1,000

その他 55,969

合計 60,969



第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

 
(注) １ 不所持株券の交付請求、株券の分割又は併合による再発行、喪失による再発行、汚損又は毀損による再発行

は印紙税相当額として、それ以外は無料であります。 

２ 決算公告(貸借対照表及び損益計算書)は、ホームページに掲載いたしております。 

  (http://www.sennennomori.co.jp/ir/fina.html ) 

  

  

決算期 ３月31日

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

株券の種類 100株券、1,000株券

中間配当基準日 ９月30日

１単元の株式数 100株

株式の名義書換え

  取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番３号
 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

  株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目４番３号
 三菱UFJ信託銀行株式会社

  取次所
三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店
野村證券株式会社 全国本支店

  名義書換手数料 無料

  新券交付手数料 (注２)

単元未満株式の買取り

  取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番３号
 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

  株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目４番３号
 三菱UFJ信託銀行株式会社

  取次所
三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店
野村證券株式会社 全国本支店

  買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法 日本経済新聞に掲載する。

株主に対する特典 該当事項はありません。



第７ 【提出会社の参考情報】 

１ 【提出会社の親会社等の情報】 

当社には、親会社等はありません。 

  

２ 【その他の参考情報】 

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

(1) 有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度 第41期(自平成16年４月１日 至平成17年３月31日)平成17年６月30日に近畿財務局長に提

出 

(2) 有価証券届出書(第三者割当増資)及びその添付書類 

  平成17年8月5日近畿財務局長に提出 

(3) 有価証券届出書(新株予約権証券)及びその添付書類 

  平成17年8月5日近畿財務局長に提出 

(4) 半期報告書 

事業年度 第42期中(自平成17年４月１日 至平成17年９月30日)平成17年12月26日に近畿財務局長に

提出 

 (5) 臨時報告書 

    平成18年2月21日近畿財務局長に提出 

    企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号(拠点廃止)に基づく臨時報告書であります。 

 (6) 臨時報告書 

    平成18年2月21日近畿財務局長に提出 

    企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号(特定子会社の異動)に基づく臨時報告書であります。 

 (7) 臨時報告書の訂正報告書 

    平成18年2月22日近畿財務局長に提出 

 (8) 臨時報告書 

    平成18年2月21日近畿財務局長に提出 

    企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号(代表取締役の異動)に基づく臨時報告書であります。 

(9) 有価証券届出書(新株予約権証券)及びその添付書類 

  平成18年2月22日近畿財務局長に提出 

(10) 有価証券届出書(新株予約権付社債)及びその添付書類 

  平成18年2月22日近畿財務局長に提出 

(11) 有価証券届出書(新株予約権証券)及びその添付書類 

  平成18年4月24日関東財務局長に提出 

 (12) 臨時報告書 

    平成18年5月26日関東財務局長に提出 

    企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号(会社の分割)に基づく臨時報告書であります。 

  



該当事項はありません。 

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の監査報告書 
 

  

平成17年６月29日

株式会社千年の杜 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ
ている株式会社千年の杜の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、す
なわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附
属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の
立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めて
いる。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ
て行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人
は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、株式会社千年の杜及び連結子会社の平成17年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する
連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。 
  
追加情報 
１ 継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、売上高は2,675,051千円と前連結会計年度4,691,539千円
に比べ大幅に減少し、前連結会計年度882,190千円、当連結会計年度1,357,550千円と連続して大幅な営
業損失を計上した。それに伴い、営業活動によるキャッシュ・フローも前連結会計年度1,487,561千
円、当連結会計年度1,566,465千円と連続して大幅なマイナスとなり、恒常的な資金不足に陥ってい
る。さらに、余剰人員の削減等の事業改革、不採算事業の整理、現物出資による含み損の実現等を行っ
た結果、当期純損失は3,789,678千円となり、利益剰余金は5,742,250千円のマイナスとなった。この結
果、期末日現在の自己資本は94,164千円となり、今後の経営計画の達成状況及び追加資金調達の状況に
よっては債務超過に陥る可能性もあり、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況
に対する経営計画等は当該注記に記載されている。連結財務諸表は注文住宅事業が軌道に乗り、経営計
画が達成可能という前提のもと、継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響
を反映していない。 

２ 追加情報に記載されているとおり、会社は書損処理をした手形用紙３枚を紛失しており、現在公示催告
中である。 

３ 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成17年４月７日に建築資材の販売並びに輸出入を事
業内容とするBAU BIO INTERNATIONAL株式会社を設立している。また、株式会社無添加住宅より平成17
年６月９日付け書面で代理店契約解除の通告を受けている。 

  
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 
  

 

さくら萌和 監 査 法 人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  榎     卓  生  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  松  井  年 志 子  ㊞

(注) 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付

する形で別途保管しております。



独立監査人の監査報告書 
 
  

平成18年６月29日

株式会社千年の杜 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社千年の杜の平成17年4月1日から平成18年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわ

ち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明

細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場

から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。  

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めて

いる。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ

て行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人

は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。  

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社千年の杜及び連結子会社の平成18年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する

連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているも

のと認める。  

 

追記情報  

 継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、連続して大幅な営業損失を計上している

状況にあり、今後の経営計画の達成及び追加資金調達の状況によっては債務超過に陥る可能性もあり、継続

企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されてい

る。連結財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を連結財務諸表

には反映していない。 

 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 
  

監 査 法 人 ナ カ チ

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  安 藤  算 浩  ㊞

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  平 田    卓  ㊞

(注) 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付

する形で別途保管しております。



独立監査人の監査報告書 
 

  

平成17年６月29日

株式会社千年の杜 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ
ている株式会社千年の杜の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第41期事業年度の財務諸表、すな
わち、貸借対照表、損益計算書、損失処理計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作
成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい
る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって
行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監
査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、株式会社千年の杜の平成17年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績
をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 
  
追加情報 
１ 継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は、売上高は2,511,700千円と前事業年度4,691,264
千円に比べ大幅に減少し、前事業年度875,603千円、当事業年度1,349,391千円と連続して大幅な営業損
失を計上した。それに伴い、営業活動によるキャッシュ・フローも前事業年度1,479,072千円、当事業
年度1,508,280千円と連続して大幅なマイナスとなり、恒常的な資金不足に陥っている。さらに、余剰
人員の削減等の事業改革、不採算事業の整理、現物出資による含み損の実現等を行った結果、当期純損
失は3,774,852千円となり、当期未処理損失は5,728,376千円となった。この結果、期末日現在の自己資
本は108,380千円となり、今後の経営計画の達成状況及び追加資金調達の状況によっては債務超過に陥
る可能性もあり、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等は
当該注記に記載されているが、財務諸表は注文住宅事業が軌道に乗り、経営計画が達成可能という前提
のもと継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を反映していない。 

２ 追加情報に記載されているとおり、会社は書損処理をした手形用紙３枚を紛失しており、現在公示催告
中である。 

３ 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成17年４月７日に建築資材の販売並びに輸出入を事
業内容とするBAU BIO INTERNATIONAL株式会社を設立している。また、株式会社無添加住宅より平成17
年６月９日付け書面で代理店契約解除の通告を受けている。 
  
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 
  

 

さくら萌和 監 査 法 人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  榎     卓  生  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  松  井  年 志 子  ㊞

(注) 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する

形で別途保管しております。



独立監査人の監査報告書 
 
  

平成18年６月29日

株式会社千年の杜 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社千年の杜の平成17年4月1日から平成18年3月31日までの第42期事業年度の財務諸表、すなわ

ち、貸借対照表、損益計算書、損失処理計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。  

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。  

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社千年の杜の平成18年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を

すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。  

 

追記情報  

１継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、連続して大幅な営業損失を計上し  

 ている状況にあり、今後の経営計画の達成及び追加資金調達の状況によっては債務超過に陥る可能 

 性もあり、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等は当  

 該注記に記載されている。財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、このような重要な 

 疑義の影響を財務諸表には反映していない。  

２重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成18年5月26日開催の取締役会において、平成18 

 年8月1日を効力発生日として、会社分割により住宅事業部の全事業を100%子会社である千年の杜建 

 設株式会社に承継する旨の決議を行っている。  

 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 
  

監 査 法 人 ナ カ チ

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  安 藤  算 浩  ㊞

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  平 田    卓  ㊞

(注) 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する

形で別途保管しております。
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